
人権教育指導資料 

島根県教育委員会 



平成１２（２０００）年９月に、「共生の心」の醸成と「人権という普遍的な文化」の

創造を基本理念とした「島根県人権施策推進基本方針」が策定され、県内の多く

の教育機関に配布されました。島根県教育委員会としましても、この基本方針に

基づき、あらゆる場を通じた人権教育を推進しているところです。 

本指導資料は、すべての学校教育や社会教育の場において、「島根県人権施策

推進基本方針」に基づく人権教育の取組の推進を図るために、作成したものです。

今後は本指導資料に基づく人権教育の内容や方法を具体化していく必要があります。 

本県におきましては、これまで同和教育として、同和問題以外の人権問題も各

教育現場では実際に扱われており、同和教育という名称の中で、幅広くさまざま

な人権問題に関する教育が実践されてまいりました。これまでの同和教育として

の取組の成果を生かし、真に一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指して、

本指導資料を中心に、人権教育・啓発をより総合的かつ効果的に推進していただ

きたいと思います。 

今後、県内のすべての学校教育や社会教育の場において、「島根県人権施策推

進基本方針」と「人権教育指導資料」に基づき、より一層充実した人権教育・啓

発の取組がなされその成果が上がることを期待します。 

  

  

 　　　平成１４年３月 

は　じ　め　に 

島根県教育委員会教育長 
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1　同和教育の成果 

（１）本県においては、昭和４９（１９７４）年に「同和教育の指導方針」を定め、昭和５４（１９７９）

年、島根県教育委員会に同和教育課を設置し、同和教育の推進に努めてきました。また、

同和教育の推進組織として各市町村に同和教育推進協議会、小・中学校に島根県同和教育

研究会、高等学校に高等学校同和教育研究協議会が結成されました。 

（２）県教育委員会は同和教育指導資料第１集を昭和５０（１９７５）年に発行して以来、学校同

和教育と社会同和教育の両面にわたって指導資料や読み物資料等を提供し、同和教育の充

実に努めてきました。そして、平成８（１９９６）年３月に現在の同和教育の基本的方向を示

した同和教育指導資料第１９集「同和教育を進めるために」（以下「第１９集」という。）を

発刊しました。 

（３）この約３０年近くに及ぶ同和教育の実践によって、本県においても同和教育はさまざま

な成果をあげることができました。もともと同和教育は同和問題の解決を目的として始まっ

た教育でした。しかし、その後同和教育はその内容を同和問題をはじめとするあらゆる差

別の解消をめざす教育へと発展し、同和問題以外の人権問題もその教育内容として取り上

げられてきました。 

（４）学校教育において、差別解消をめざした教育内容の創造に取り組むとともに、さまざま

な困難を抱える児童生徒を中心にした集団づくり・仲間づくりにも取り組んできました。

進路保障の取組では学校・行政・企業が就職差別をなくすための連携した取組もなされる

ようになってきました。 

（５）社会教育において、差別解消をめざした啓発活動に取り組み、地区別の懇談会等具体的

な取組や行政・地域・企業のネットワ－クの形成もなされるようになってきました。また、

同和地区住民の差別解消への取組も推進されました。 

 

2　人権教育と同和教育 

（１）国際的な潮流 

①　平成６（１９９４）年、我が国では国連総会における「人権教育のための国連１０年」の決

議を受けて、平成９（１９９７）年に「人権教育のための国連１０年に関する国内行動計画」

が策定されました。この国際的な潮流から「人権教育」という言葉が確実に定着してき

ました。 

（２）国の取組 

①　平成８（１９９６）年に地域改善対策協議会から「同和問題の早期解決に向けた今後の方

第1章　人権教育推進の基本的な方向 
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策の基本的な在り方について」の意見具申が出されました。この意見具申では「今後、

差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げら

れてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重して

いくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築すべきと考える。その中で同和問

題を人権問題の重要な柱と捉え、この問題に固有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的

な潮流とその取組を踏まえて積極的に推進すべきである。」と述べています。 

②　平成９（１９９７）年に文部科学省（当時文部省）は同和教育を人権教育に再構築し、同

和教育研究指定校事業が人権教育研究指定校事業に、同和教育地域指定事業が教育総合

推進地域事業となりました。 

また、社会教育においては、「人権教育推進市町村事業」の取組も始まりました。 

③　平成１１（１９９９）年に人権擁護推進審議会より「人権尊重の理念に関する国民相互の理

解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項につい

て」という答申が出され、人権教育・啓発の施策に関する基本的な在り方が示されまし

た。 

④　また、平成１２（２０００）年にわが国の国内法の中で人権教育に関する初めての法律であ

る「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が公布されました。 

（３）本県の取組 

①　本県においても、これらの動きと本県における人権問題の現状と課題を踏まえて、平

成１２（２０００）年に「共生の心」の醸成と「人権という普遍的文化」の創造を基本理念と

した「島根県人権施策推進基本方針－人権教育・啓発の推進のために－」（以下「基本

方針」という。）を策定しました。 

②　本県の人権教育・啓発の現状をみると、これまでは同和教育という名称の中で、同和

問題のみでなく女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、患者及び感染者等の人権問題

も幅広く扱ってきたと言えます。 

③　同和問題の解決を目的とする同和教育は、視点をより広げて実践がなされ、いわば人

権教育の先進的取組であり、中心的役割を果たしてきました。 

④　第１９集にも、「『人権教育のための国連１０年』の提言と理念や、『人種差別撤廃条約』

『子どもの権利条約』等の趣旨と精神を踏まえながら、差別撤廃と人権確立につながる

幅広い同和教育の内容を創造していくことが期待されます」との記述もあります。この

ように、学校同和教育と社会同和教育を推進することを通して、人権教育を展望し、実

際に推進してきたと言えます。 

⑤　これまでの同和教育の実践の中で培われてきた「理念」「方法」「教材」「研究組織」

等は、さまざまな人権問題の解決にそのまま貢献できるものと考えます。これら同和教

育の成果をこれからの人権教育の推進に生かすことが大切です。 
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⑥　第１９集では、本県同和教育推進の基本的方向を示しています。この基本的方向は島

根県長期計画（１９９４～２０１０）に係る同和対策の具体的内容と方向を明らかにした平成６ 

 （１９９４）年に策定された「島根県同和対策推進計画」に基づくものであり、この基本的

方向に基づき、同和教育を充実させていくことが大切です。 

⑦　同和教育では「進路保障」という取組を大切にしてきました。「進路保障」とは同和

地区児童生徒の就職と教育等における差別をなくし、これらの機会均等を完全に保障す

ることから始まった取組です。そのため同和地区児童生徒をはじめとするすべての児童

生徒の希望する進路の実現を阻む差別等をなくすとともに、一人一人が豊かな自己実現

を図っていけるような総合的な取組を進めてきました。 

同和問題以外の人権問題についても、人権が完全に保障されていない現実があります。

人権を保障するという視点から、同和問題以外の重要課題の解決に向けても、この「進

路保障」の考えを生かすことができます。 

⑧　また、同和教育では「差別の現実から学ぶ」ことを基本姿勢としていますが、この基

本姿勢も人権教育を推進する上でそのまま生かしていくことができるものです。あらゆ

る人権問題にはそれぞれ差別の実態があり、それに関する教育を実践する場合には、そ

の差別の現実から教育課題を見いだすことが必要だからです。 

⑨　さらに、「同和教育をすべての教育活動の基底に据える」という理念も、本県同和教

育推進の基本的な方向のひとつとしてその浸透を図ってきましたが、この理念も人権教

育に生かせるものとなります。 

⑩　第１９集において、「同和教育をすべての教育活動の基底に据える」ということが、

次のように整理してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪　「人権を守り、尊重する視点」とは、あらゆる場において人権を守る姿勢が貫かれて

いるかどうかです。例えば、職員の間の人権は守られているかどうかを考えてみると、

差別的言動はないだろうか、セクシュアル・ハラスメントはないだろうか、学校教育現

場で言えば、教職員と子どもの間で、差別的言動はないだろうか、体罰はないだろうか、

同和教育をすべての教育活動の基底に据えるとは（第１９集より） 

★同和地区の人々をはじめ、すべての人々の人権を守り、尊重する視点 

★部落差別をはじめとするあらゆる差別に対する科学的な認識を深め、 

　差別をなくす実践力を高める視点 

すべての教育活動を、次の２つの視点から捉えて、取り組むべき課題を明確にし、 

同和教育の理念に立った教育実践を日常的に進めていくことである。 
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セクシュアル・ハラスメントはないだろうか、子ども同士の間で差別的言動はないだろ

うか、いじめはないだろうか、社会教育現場や職場で言えば、住民と対応する職員との

間や従業員間に差別的言動はないだろうか、セクシュアル・ハラスメントはないだろう

か、と振り返ってみることが大切です。また、職場によっては、子どもや保護者、住民

そして職員の個人情報を取り扱っているので、個人情報の管理の面からもこの視点は大

切です。 

⑫　「差別をなくす実践力を高める視点」とは、人権意識を高める取組がなされているか

どうかです。職場内研修や校内研修が計画的に行われているかどうか、学校教育現場で

は、差別をなくす実践力を高める人権学習や同和問題学習がきちんと行われているかど

うか、社会教育現場や職場では、職員や従業員の同和問題等の研修がされているか、ま

た、住民に対する同和教育や啓発がきちんと行われているかどうか、と振り返ってみる

ことが大切です。 

⑬　同和教育を推進する上で取り組まれてきたこの考え方は、人権教育を推進する上でも

当然生かされていくものです。人権が守られているかという「人権を守り、尊重する視

点」と人権意識が高められているかという「差別をなくす実践力を高める視点」なくし

ては、人権教育も進められないと考えます。「同和教育を基底に据える」という考え方

を人権教育に生かすことは、あらゆる場を通じた人権教育の推進に同和教育の成果、手

法を生かすものとなります。 

 

3　人権教育のめざす方向 

（１）「人権の世紀」といわれる２１世紀を迎え、一人一人の人権が真に尊重される社会の実

現をめざして、人権教育・啓発を総合的にかつ効果的に進めるため、「基本方針」が策定

されました。今後は、この「基本方針」に基づき、学校をはじめ市町村、関係機関、企業

等と連携して人権教育・啓発を推進していく必要があります。 

（２）「人権教育のための国連１０年に関する国内行動計画」において、人権教育とは、「知

識と技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、

普及及び広報努力」、また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、「人権

尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と定義されています。これからの人権教育は知

識の伝達ばかりでなく、日常生活の中で生かせるような技術（スキル）や態度を育むこと

もその内容としています。 

（３）平成１１（１９９９）年の「人権問題に関する県民意識調査報告書」（以下「県民意識調査」

という。）をみますと、それぞれの人権問題の現状と課題が明らかとなっています。それ

ぞれの課題についての差別の実態を踏まえての差別解消に取り組むことが大切です。もち

ろんこれまでの同和教育を中心としての取組で教育現場で実際に扱われている課題もあり 



ますが、今後はより一層人権教育としての推進態勢や学習内容を明確にして重要課題に取

り組むことが必要となります。具体的な差別の実態や現実から学び、「思いやり」「心が

け」の問題に留まることなく、人権の視点からその課題と自己との関わりを明らかにして

いくことが人権教育では大切なこととなります。 

（４）人権教育は単に人権及び人権問題を理解する教育としての取組だけであってはならない

と考えます。同和教育の成果や手法を生かすという観点に立ったとき、人権に満ちた態勢

をめざす教育としての側面、教育を受ける権利と就職の機会均等を保障する側面、人権と

いう価値観に応じた雰囲気や方法のもとで学習が進められる側面、人権が尊重される社会

づくりをめざして教育を進める側面を含めて人権教育を進めることも大切な考え方となり

ます。「人権教育のための国連１０年」の取組が始まったころから、人権教育を進めるの

に大切にすべき４つの側面が語られるようになってきました。 
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①　人権のための教育 

人権の確立そのものを目的とした教育をいいます。全教育活動の中で人権尊重と人

権確立を目指すものです。そして学校教育、社会教育において同和教育をすべての教

育活動の基底に据えるという考え方と合致するものです。人権教育・啓発の指導者が

常に学ぶ姿勢を持ち力量を高めていくことも大切です。  

 

②　人権としての教育 

教育権としての人権を保障する教育をいいます。同和教育が長欠・不就学をなくす

取組から始まり教育権の保障に努めてきたこと、進路の保障の具体的取組をしてきた

ことにつながります。困難な条件を抱えている子どもをはじめとするすべての子ども

が学習に参加できる取組も必要です。家庭や地域社会、企業等関係機関との連携も大

切です。 

 

③　人権を通じての教育 

人権という価値観にふさわしい方法や雰囲気のもとで教育が進められることをいい

ます。教育や啓発の過程そのものが、人権を大切にしたものとして実施されることで

す。人権に満ちた環境であるためには、差別やいじめを許さない集団づくり・仲間づ

くりへの取組が必要です。職場においては差別を許さない職員集団づくりの取組も大

切です。社会教育においては人権に満ちた社会づくりを目指すことが大切です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育、社会教育において人権教育を進めるに当たっては、この４つの側面を大切に

していくことが求められます。それが同和教育の成果や手法を人権教育に生かすことにつ

ながります。 

（５）学校教育で取り組む文部科学省の「人権教育研究指定校事業」、学校教育と社会教育両

面で取り組む「教育総合推進地域事業」では、ボランティア活動などの社会体験や自然体

験、高齢者や障害者等との交流など豊かな体験を取り入れた教育を進めることが重視され

ています。 

（６）社会教育で取り組む「人権教育推進市町村事業」では、人権が真に尊重される社会を目

指し、各市町村の主体性のもと、人権問題に関する学習活動や各種交流活動を地域住民の

実態やニーズに応じ、展開していくことが必要です。 

（７）人権教育の推進に当たっては、人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対して、

人権教育に関する取組を進めていくことが大切です。そこで、公務員、教職員、警察職員、

医療関係者、保健・福祉関係者、消防職員等に対する研修等における人権教育について関

係機関と連携しながら実施・支援していくことが重要です。 

（８）企業等は、社会生活や文化に大きな影響力を持っています。このため、企業等にはその

社会的責任を自覚し、公正な採用を促進するとともに、公正な配置昇進、セクシュアル・

ハラスメントの防止など、人権の尊重を確保するよう一層の努力が望まれています。 

（９）人権教育推進の手法にあたっては、法の下の平等、個人の尊重といった普遍的な視点か

らのアプローチと、それぞれの差別問題の解決という個別的な視点からのアプローチの両

面から、それぞれの差別問題の解決につなげていくことが大切です。また、「基本方針」

において重要課題への対応が示されていますが、その中でも①女性②子ども③高齢者④障

害者⑤同和問題⑥外国人⑦患者及び感染者等⑧さまざまな人権問題の課題について本県に

おける学校教育と社会教育の両面において特に指導の重点として取り組む必要があると考

えます。 
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④　人権についての教育 

教育・啓発の内容に関することで、人権についての考え方や人権に関する諸条約、

女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、患者及び感染者等のさまざまな

人権問題について理解と認識を深める教育をいいます。人権の視点に立って、差別問

題の具体的な実態や現実から学ぶことが大切です。 
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第2章　人権一般の普遍的な視点からの取組 

人権教育は生涯学習の視点に立って、幼児期から発達段階を踏まえ、地域の実情に応じて、

学校教育と社会教育とが相互に連携を図りつつ、これを実施する必要があります。 

そして、人権教育を進めるに当たっては、「法の下の平等」、「個人の尊重」といった人権

一般の視点から人権尊重についての理解を深めたり、人権尊重の意識を高めることが重要です。 

 

1　学校教育 

学校教育においては、それぞれの学校種の教育目的や目標の実現を目指した教育活動が展開

される中で、児童生徒が社会生活を営む上で必要な知識・技能・態度などを身に付けることを

通じて、人権尊重の精神をはぐくんでいく必要があります。 

現在、幼稚園では、幼児の発達の特性を踏まえ、人権尊重の精神の芽生えが感性としてはぐ

くまれる教育の充実が図られています。また、小学校、中学校及び高等学校等においては、児

童生徒の発達段階に応じながら、学校教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高め、一人一人

を大切にした教育の充実が図られています。 

平成１２（２０００）年に実施した「人権教育教材アンケート」によると県内でも、すでに多く

の学校で様々な人権に関する重要課題に関しての学習が実践されていることがわかりました。

特に同和教育として人権意識を高め、差別をなくす実践力を培う観点と児童生徒の進路保障の

観点からの取組が進められています。 

また、福祉教育として生命を尊重する心や思いやりの心を育てたり、参加・交流型のボラン

ティア活動等が取り組まれています。さらに、エイズ（性）教育として、人間尊重、男女平等

の精神に基づく教育も取り組まれています。 

しかし、学校教育における人権教育については知的理解にとどまり、人権感覚が十分身につ

いていないなどの指導方法の問題や、教職員自身に人権尊重の理念について十分な認識が必ず

しもいきわたっていないとの問題も指摘されています。 

そこで、今後は改訂された幼稚園教育要領や学習指導要領等に基づいて、依然として様々な

人権問題が存在していることを踏まえ、社会生活を営む上で必要な知識・技能・態度などを身

に付ける人権教育をより一層進めていくことが大切です。 

そして、自分の生活や生き方と結びつけながら、自ら学び、自ら考える力や、豊かな人間性

等の「生きる力」をはぐくんでいくことが大切です。さらに、こうした「生きる力」を基盤と

して、問題解決能力及び実践力をはぐくんでいくことが大切です。こうした基本的な認識に立っ

て、次のようなことを進めていくことが必要です。 

各学校においては、児童生徒に人権尊重の意識を高めていくために、人権教育のねらいを学
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校教育目標等の中に位置づけることが重要です。そして、人権を大切にした指導や学校経営に

努めることが重要です。特にいじめや不登校などの問題がある中で、一人一人を大切にしたり、

人権を尊重する指導や規範意識を培う指導を徹底するなど、児童生徒が安心して楽しく学ぶこ

とのできる環境を確保することが大切です。 

そして、地域や保護者との連携を図りつつ、人権意識を高めたり、社会性や豊かな人間性を

育むために人権の視点をもった多様な体験活動の機会の充実を図っていく必要があります。具

体的には、ボランティア活動などの体験活動をはじめ、勤労生産活動、職業体験、高齢者や障

害者等との交流などを積極的に推進していくことが重要です。こうした取組を通して、お互い

をかけがえのない人間として尊重し、お互いの個性を認め合う態度や「いじめ」などの人権侵

害を許さない実践力を育成していくことが大切です。 

さらに、教職員が研修を通じて、人権を尊重する意識を高め、自己の教育実践を点検してい

くことが大切です。そして、豊かな人権感覚、人権意識をもって、児童生徒一人一人を大切に

し、人権を尊重できるような教科等の実践的な指導力を養うことが大切です。 

※本指導資料において「児童生徒」と記述している中には、保育所及び幼稚園の幼児も含むも

のとして表しています。 

 

2　社会教育 

社会教育については、生涯学習の視点に立って、学校外において、青少年のみならず幼児か

ら高齢者に至るそれぞれのライフサイクルに応じた多様な教育を展開することにより、すべて

の人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、人権に関する学習の一層の充実を図って

いく必要があります。 

その際、人権に関する学習においては、単に人権問題を知識として学ぶだけではなく、日常

生活において態度や行動に表れるような人権感覚の高揚が求められます。 

そのためには、幼児期から人権尊重の意識と態度の芽生えや、自分で考え判断しようとする

自立への芽生えなど、人間形成の基礎を育む上で重要な役割を果たし、すべての教育の出発で

ある家庭教育の充実を図っていく必要があります。 

特に、親自身が日常生活を通して、偏見を持たず差別しない姿を、子どもに示していくこと

が重要であることから、親子共に人権感覚が身につくような家庭教育や啓発の充実を図ること

が大切です。 

現在、社会教育においては、すべての教育の出発点である家庭教育を支援するため、家庭教

育に関する親への学習機会の提供や、公民館等の社会教育施設を中心に学級・講座の開設や交

流活動など、人権に関する多様な学習機会が提供されています。 

しかし、社会教育における人権教育については、社会教育指導者を対象とした研修の充実や、

知識伝達型の講義形式の学習に偏りがちであることなどの課題が指摘されています。 



そこで、社会教育主事など、地域社会において人権教育を先頭になって推進していく指導者

を対象として、地域の実情に応じた人権に関する研修の場を設け、指導者の資質の向上を図っ

ていくことが大切です。 

そして、学習意欲を高めるような参加型の学習プログラムの開発を図ると共に、関係機関に

その成果を提供し、特に、日常生活の中で人権上問題のあるような出来事に接した際に、直感

的にその出来事がおかしいと思う感性や、日常生活の中で人権尊重を育成する学習プログラム

を開発し、提供していくことが重要です。 

また、青少年の社会性や思いやりの心など、豊かな人間性を育むため、ボランティア活動を

はじめとする多様な体験活動や、高齢者や障害者等との交流などを積極的に推進し、様々な人

とのふれあい体験を通して自然に人権感覚が身につくような実践活動や学習意欲を高める手法

を創意工夫することが大切です。 

さらに人権教育を進めるに当たっては、学校教育と社会教育の両面から取り組み、連携を図っ

ていくことが重要です。 

文部科学省指定の「教育総合推進地域事業」では、モデル市町村において、基本的人権尊重

の精神を高め、一人一人を大切にした教育を推進するという観点から、学校、家庭、地域社会

が一体となった総合的な取組が展開されています。今後は、このような総合的な取組を県内各

地に普及・展開していく必要があります。 

9
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第3章　重要課題に対する取組  

 

人権教育を進めるに当たっては、普遍的な視点からの取組のほか、各人権課題に対する取組

を推進し、それらに関する知識や理解を深め、さらには課題の解決に向けた実践的な態度を培っ

ていくことが望まれます。その際、地域の実情、対象者の発達段階等や特性を踏まえつつ、適

切な取組を進めていくことが必要です。 

「基本方針」において重要課題への対応が示されていますが、その中でも①女性②子ども③

高齢者④障害者⑤同和問題⑥外国人⑦患者及び感染者等⑧さまざまな人権問題の課題について、

本県における学校教育と社会教育の両面において特に指導の重点として取り組む必要があると

考えます。 

 

1　女性 

（１）現状と課題 

①　国連では、性差別の禁止について、「国連憲章」や「世界人権宣言」、「国際人権規

約」において繰り返し確認されてきました。 

特に、昭和４２（１９６７）年の女子差別撤廃宣言では、「女子に対する差別は、基本的

に不正であり、人間の尊厳に対する侵犯である」と規定し、その後の「国際婦人年」の

宣言、「国連婦人の１０年」の設定、「女子差別撤廃条約」の採択、５回にわたる世界

女性会議での宣言や行動計画の採択により、地球規模で女性差別をはじめとする女性問

題への取組が進みました。 

②　我が国では、こうした動きを受けて「改正男女雇用機会均等法」の施行等、国内法や

制度の整備、内閣総理大臣を本部長とする男女共同参画推進本部の設置、「男女共同参

画２０００年プラン」の策定など、男女平等の実現に向けてさまざまな前進がみられます。 

さらに、平成１１（１９９９）年には、男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ

計画的に推進することを目的とした「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されまし

た。 

③　女子差別撤廃条約の第１０条（教育における差別の撤廃）では、教育における男女の

役割について定型化された概念の撤廃、男女同一カリキュラムの方向性が示されていま

す。日本でも平成元（１９８９）年の学習指導要領の改訂により高校の家庭科は男女とも必

修となり、体育科では女子の格技（現在は武道）、男子のダンスの選択が可能になり、男

女同一カリキュラムが実現しました。今回の改訂においても、これまでの扱いに加え、

中学校の特別活動などで男女の平等に関する指導の充実が図られています。また、県教

育委員会が実施した「人権教育教材アンケート」によると学校現場では既にかなりの学

校で女性の人権や男女平等に関する教育が取り組まれていることもわかりました。 



④　「県民意識調査」においては、「女性に対する差別や人権侵害はほとんど存在しない」

と答えた人はわずか５．４％であり、社会や地域に残るしきたりや慣習をはじめとして、

女性に対する様々な差別や人権侵害があると多くの人が感じています。そのなかでも「女

性は気配り、男性は決断力」や「子育ては母親」についてや、また、「政治の場」「家

庭生活」「職場」「地域活動」などほとんどの分野で、男性が優遇されていると感じて

いる人の割合が高いものとなっています。特に「社会通念・慣習・しきたりなど」にお

ける不平等感が顕著です。このことからもうかがえるように、性別による固定的な役割

分担意識等からくる職場、家庭、地域等での男女の不平等感が依然として存在していま

す。 

さらに女性に対する暴力として、夫・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス）についても、女性３０人に１人が経験したことがあると回答していること、

そしてセクシュアル・ハラスメントに関してはその定義を正しく理解している人は、全

体の３分の１に過ぎませんでした。女性に対する暴力の根絶に向け、速やかに有効な対

応策を講じるとともに、女性差別の構造的問題として長期的に取り組む必要があります。 

（２）指導の重点 

①　学校教育における取組 

ア　男女平等を推進する教育 

学校では、人権意識に基づいた男女平等や異性の尊重についての教育を全教育活動

を通じて行う必要があります。 

学校は、一見、男女平等と思われがちですが、性別による偏りや個人の可能性を限

定するような仕組みが残存していました。たとえば、「男は仕事、女は家庭」といっ

た教職員個々のジェンダー意識や学校指定の持ち物で、男女で色分けをするなどの日

常的な男女別、さらには名簿順などの男子優先の言動がみられがちでした。これらの

学校教育におけるしくみや習慣は、子どもたちに与える影響は大きいものがあります。 

現在では、これらのことについても取り組まれ、改善が図られてきています。これ

からの時代は、男女のちがいではなく、一人一人の個性や能力を伸ばせる環境づくり

を推し進め、男女相互の理解・協力や望ましい人間関係の確立についての指導を充実

することにより、ジェンダーにとらわれず、自分の夢を育み、豊かな自己実現が図れ

るように支援していくことが求められています。 

特に、家庭科では、男女共同参画社会の推進に向けて、家庭教育の在り方や家族の

人間関係、子育ての意義などについて理解を深めることが大切です。また、進路指導

では、固定的な性別役割分担意識にとらわれない職業観・勤労観の形成と主体的な進

路の選択、将来設計の指導に努めることが重要です。 

11
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イ　教職員の研修（男女共同参画に関する理解の促進） 

男女平等や異性を尊重する教育を推進していくためには、校内研修等を通して人権

意識を高めるとともに全教職員の共通理解を図りながら、性別に関する偏見の解消や

固定的な性別役割分担意識の見直しを一層進めていくことが重要です。また、女性の

人権や男女共同参画社会の視点での、教科等の指導内容・方法に関する研修を推進し

ていくことも大切です。 

また、教職員間や教職員児童生徒間のセクシュアル・ハラスメントも起きています。

学校が教職員にとって男女平等な職場環境となっているかを見直すことにより、男女

平等教育を、教職員自身の問題とつなげ、県教育委員会発刊の「セクハラと子どもの

人権」や「セクシュアル・ハラスメント－その理解と防止のために－」等を活用した

研修の機会をもつことが重要です。 

ウ　家庭・地域社会との連携 

児童生徒の人格形成には、家庭や地域社会が大きく影響しています。各学校におい

ては、家庭や地域社会との連携を図り、家庭や地域社会の実態、児童生徒の実態を十

分把握するとともに、一人一人の個性を尊重し、男女が互いに理解し、協力していく

態度を育成することが必要です。 

学校だよりや家庭訪問、学級懇談会等の機会を活用し、家庭や地域社会の理解と協

力を得るよう努めることが大切です。 

②　社会教育における取組 

ア　男女共同参画社会の形成 

私たちのまわりの社会制度や慣行には、性別による固定的な役割分担を前提とする

ものや、性別に区分を設けていない場合でも、男女のおかれている状況を反映して、

中立的に機能しないものがあります。 

これからは性別に関わりなく、主体的に生きるための多様な選択や能力発揮を可能

にするため、職場、家庭、地域など社会のあらゆる場における制度や慣行について、

男女共同参画を進める観点に立って、見直しを行う必要があります。また、こうした

社会制度や慣行は、個人の意識を背景にしていることから、あらゆる機会を捉えて意

識の改革を進める必要があります。 

さらに、男女共同参画社会の実現は単に女性の問題ではなく、男性も含めた県民す 

ジェンダー 

「男らしさ、女らしさ」といった、社会的・文化的に形成された性別。生物学的

な性別（女性・男性）であるセックス（ＳＥＸ）と区別して用いられる。 
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べてに関わる問題であるとの認識を浸透させ、男女平等及び人権尊重の意識を根づか

せる啓発活動を積極的に展開することが必要です。 

○　男女共同参画の意識を育てる家庭教育の充実 

家庭における親の意識や生活態度、地域社会の在り方は、子どもたちの意識や行

動に大きな影響を及ぼします。家庭や地域で、固定的な性別役割分担意識にとらわ

れず、男女共に個性を伸ばせるような環境づくりを進めるため、親等を対象とした

家庭教育学級や、親になる前の男女を対象とした家庭教育等についての学習機会の

充実に取り組むことが重要です。 

○　家庭生活における男女共同参画の促進 

家庭生活においては、従来から女性がその中心的役割を果たしてきましたが、少

子・高齢化が進展する中、男性も女性も家族としての責任を担い、社会もこれを支

援していくことを通して、家庭生活と働くこと、地域活動をすることなどの両立を

可能にすることが求められています。 

このような家庭生活の実現を目指して、これから親になる青年や子育て中の親を

対象に、子育てに関する学習機会を提供することが大切です。また、父親の家庭教

育への参加を促すため、親子共同体験の機会を充実させたり、父親対象の家庭教育

講座等の開催に取り組んだりすることが重要です。 

○　男女共同参画の意識を育てるための地域における教育の推進 

本県が平成１２（２０００）年に実施した「男女共同参画に関する県民の意識・実態

調査」によると、男女が平等になるための方策として、「女性をとりまく偏見や固

定的な概念、慣習、しきたりを改めること」が県民ニーズの第１位にあがっていま

す。 

このような県民ニーズに応える上からも、地域における各種学習・交流学習等を

通して、青少年の男女の相互理解・協力等の推進を図るとともに、青少年及び成人

男女に対する男女平等、相互理解・協力、社会への共同参画促進に関する学習機会

の充実に取り組むことが重要になってきます。 

○　社会教育指導者への研修の充実 

社会教育指導者の男女の比率の面でも、専門職員である社会教育主事や公民館の

運営の責任者である館長に、女性は少ないのが現状です。また、社会教育分野での

プログラムの企画・運営・資料等においても、男女双方からの視点がまだ不十分で

あると思われます。 

このような現状から、社会教育指導者への男女共同参画に関する啓発や研修の充

実に向けて、積極的に取り組んでいく必要があります。 
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イ　多様な学習ニーズに対応した学習機会の提供と研修の推進 

成人に対しての社会教育は公民館を中心として行われています。学級・講座の内容

は教養・趣味など受講者のニーズを取り入れた「要求課題」が中心となっており、固

定的性別役割意識を解消するために必要なジェンダーに関する教育、セクシュアル・

ハラスメントに関する教育、女性に対する暴力に関する教育は、今後の大きな課題の

一つになっています。 

このような現状から、ジェンダー、セクシュアル・ハラスメント、女性に対する暴

力等に関する学習機会の充実を図り、女性がその生き方を主体的に選択でき、充実し

た人生を送るために必要な学習機会の充実に積極的に取り組んでいく必要があります。 

平成１１（１９９９）年に「男女雇用機会均等法」が改正され、事業主のセクシュアル・

ハラスメントについての配慮義務が規定されました。企業においては、セクシュアル・

ハラスメントは、女性の人権を侵害する行為であるとの認識を深め、その防止に向け

ての企業内研修を推進していくことが重要です。 

 

2　子ども 

（１）現状と課題 

①　２１世紀を担う子どもたちが健やかに育つことは、国民すべての願いであり、子ども

は人格をもった一人の人間として尊重されなければなりません。子ども一人一人が基本

的人権の権利主体であることを認識し、子どもたちの思いや願いを受け止めていくこと

が大切です。 

②　昭和２２（１９４７）年、我が国では「児童福祉法」が制定されて児童の育成、保護という

観点から様々な施策が展開されています。さらに、４年後には「児童憲章」で「児童は

人として尊ばれ、社会の一員として重んじられ、よい環境の中で育てられる」ことが宣

言されました。 

また、平成元（１９８９）年に国連で採択された「児童の権利に関する条約」は、平成６ 

（１９９４）年に批准されました。その中で、子どもは保護の対象であるばかりでなく、権

利行使の主体であるという認識に立ち、子どもの成長、発達を保障するため、親をはじ

め社会全体が最善の努力をすることと「締約国は、適当かつ積極的な方法で、この条約

の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」（第４２条）

が明記されています。 

③　しかし、近年、我が国では少子化や核家族化、地域における人のつながりの希薄化な

ど社会環境が大きく変化し、子どもをめぐる問題も複雑・多様化しています。いじめや

体罰など子どもの人権が侵害される事例が跡を絶たず、不登校や家庭へのひきこもりな

どの問題が深刻化しています。また、児童虐待については、全国の児童相談所に寄せら  
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れる相談が急増しており、幼い命が失われる痛ましい事件も発生しています。平成１２

（２０００）年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。この法律では、児

童虐待防止に関する国及び地方公共団体の責務等が規定され、学校の教職員、児童福祉

施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者に対して、

児童虐待の早期発見努力義務が課せられています。 

④　「県民意識調査」から見ると、「子どもを取り巻く現在の環境について、よくないと

思うこと」の問いに対し、「学歴偏重の社会の影響を受け、勉強のみの生活をしいられ

てると思う」、「家庭のしつけなど、親の子育ての姿勢に問題がある」、「いじめや不

登校などの問題が深刻だと思う」が上位にあがっています。 

また、「子どもの人権を守るのに必要なこと」として、「成績だけを重んじる教育の

あり方を改める」、「他人に対する思いやりの心をはぐくむ」、「主体性や問題解決能

力、豊かな人間性や健康といった『生きる力』を身につけさせること」をあげる人が多

くなっています。 

このような現実をしっかり踏まえ、子ども一人一人が基本的人権の権利主体であると

いう認識を学校、家庭、地域のなかで確固たるものとしていくとともに、子どもの個性

と人権を尊重し、一人一人の子どもの豊かな自己実現を図る教育を推進していかなけれ

ばなりません。 

（２）指導の重点 

①　学校教育における取組 

ア　「児童の権利に関する条約」などの理解促進 

「児童の権利に関する条約」には、「締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約

の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」という規

定があります。これを受けて小学校から高等学校（特殊教育諸学校を含む）では、教

育活動のあらゆる場面において、「児童の権利に関する条約」の趣旨と意義を踏まえ

ながら、児童生徒の発達段階に即して、学習権や意見表明権等の人権の保障に努める

必要があります。 

そのためには、教職員自身が「児童の権利に関する条約」などについて研修を深め、

理解促進を図ることが不可欠です。そして指導にあたっては、児童生徒の実態を正し

く把握するとともに、子ども自身が自分たちの生活に即してこの条約について学べる

ように工夫することが大切です。 

特に社会科、公民科等の教科や道徳、特別活動等の中で児童生徒に対しての学習の

場を設定していく必要があります。 

イ　いじめ問題への取組 

いじめの問題に学校が全力で取り組むためには、まず、教職員一人一人が日頃から
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いじめに関する理解を深め、「いじめはすべての学校、学級、どこでも起こりうる」

という基本認識をもっておくことが大切です。そして何よりも「いじめ」という差別

を見抜く力量を高めることが大切です。 

「いじめ」は絶対に許されないし、しかも差別の構造そのものです。「いじめられ

る側」の児童生徒を全面的に支える姿勢を堅持するとともに、個の確立を図って差別

に立ち向かおうとする意欲と態度を高めていくよう支援していくことが重要です。さ

らに、「いじめる側」、「見ている側」にいる児童生徒の実態を捉えながら、「いじ

め」の不当性といじめたり、それを見過ごしたりすることの差別性をともに考えさせ、

自覚と反省を促すことが必要です。 

ウ　豊かな自己実現を図るための取組 

児童生徒を取り巻く社会には、ゆとりのない勉強中心の生活や人間関係の希薄化等

により、自分自身に自信がもてなかったり、他人を意識するがあまりに同質指向や横

並び意識が根強かったりなど、個性を尊重し、一人一人のちがいを認め合うことが十

分に大切にされていない状況も少なくありません。児童生徒の個性と人権を尊重し、

一人一人の子どもに「生きる力」をはぐくみ、豊かな自己実現を図るための取組が大

切です。 

○　自尊感情の育成 

最近、すべての人の尊厳を認める人権意識の土台として、自尊感情が重要視され

つつあります。自尊感情は、おもに子どもの頃に形成され、まわりの大人によって、

認められたり、ほめられたりする経験が多いほど、より高まるといわれています。

さらに、自尊感情が高まっている子どもほど、自分に対しても、他人に対しても良

いイメージを持ちやすく、人間関係をうまく成立させたり、豊かな人間関係を築く

ことができたりするともいわれています。児童生徒の実態や実情に合わせて学校生

活や授業等で意識的に取り組むことが大切です。 

自尊感情 

セルフエスティーム、自己肯定感、自尊心ともいう。自分自身をかけがえのない

存在として認め、欠点も含めて自分自身を好きになる気持ちをさす。不完全で失敗

もするが、精一杯生きようとしている自分の姿を受け入れられるとき、他の人の不

完全さや失敗も、受け止めやすくなるといわれる。このように、自尊感情は肯定的

に自分を意識したり、他者への配慮の基盤となるものとして、人権意識の育成の上

でも重要な要素とされている。そのため、近年では、これを育てることが人権教育・

同和教育などにおいても重要な目標となっている。 



17

○　児童生徒への支援 

学校において、教職員はすべての教育活動をすべての児童生徒の「人権を守り、

尊重する」という視点から捉えて、取り組むべき教育課題を明確にするとともに、

弱い立場におかれている児童生徒を大切にする姿勢をもたなければなりません。そ

して、「いじめ」等の人権侵害を許さず、不登校などの困難な状況にある児童生徒

をはじめ、すべての児童生徒の人権を守る態度と実践を貫く必要があります。 

その際、教職員の共通理解を図り、家庭や関係機関との連携や養護教諭、スクー

ルカウンセラー等の協力を得ることも大切です。 

エ　体罰の禁止と子どもへの虐待防止 

教職員による体罰は、児童生徒の人権を侵害するのはもちろん、教職員と児童生徒

との信頼関係まで損ないかねません。学校教育の場から体罰を根絶するためには、教

職員一人一人が人権意識を高め、人権尊重の精神を根底に据えた教育観を確立するこ

とが大切です。そのため、教職員一人一人が、体罰は子どもの人権を侵害する絶対に

許されない行為であり、教育の放棄を意味するという認識と自覚を深める必要があり

ます。さらに、児童生徒の理解に努め、児童生徒との信頼関係を大切にしながら、教

育目標に向かって努力することが、本当に児童生徒の心に響く指導につながっていき

ます。 

また、保護者による「子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発展を損なう行為」

である子どもへの虐待も深刻な問題です。虐待を受けた子どもは、からだに傷がある、

家に帰りたがらない、表情が暗い、学業成績などの急激な変化など、必ず何らかのサ

インを発しているはずです。 

そこで学級のなかで孤立しないような仲間への働きかけや、持ち物、準備物などへ

の配慮が必要です。家庭や関係機関との連携はもちろん、学校の中で安心して活動で

きる環境をつくることが大切です。県教育委員会発行「体罰と子どもの人権－体罰を

なくそう－」を活用した校内研修に取組む必要があります。 

②　社会教育における取組 

ア　「児童の権利に関する条約」などの理解促進 

子どもも大人と同じように人格と権利をもっています。「児童の権利に関する条約」

では、すべての子どもが持っている権利について述べられていて、子どもの生命、生

存、発達にとっての最善の利益を確保し、人権を具体的に保障しています。 

社会教育においても、同条約などの内容が広く理解されるよう、指導者等に対して

も周知を図り、子ども一人一人の権利が尊重される環境づくりを進めていくことが大

切です。 
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イ　いじめ問題への取組 

いじめは、子どもの人権にかかわる重要な問題であり、学校のみならず家庭など社

会全体で取り組むことが大切です。このため、関係者や関係機関が連携して対応でき

るように、連絡協議会や専門研修会を実施していくことが大切です。 

そして、誰にも侵されることのない大切な命をもっているという意識を、子ども、

親、そして地域の人たち一人一人がしっかりともち、それぞれの場で子どもの人権が

尊重される社会の実現を目指す必要があります。 

ウ　子どもへの虐待防止 

○　子ども虐待とその背景 

子ども虐待の背景には、経済的問題や夫婦関係、近隣との関係など、多くの要因

が複雑に絡み合っていることが多く、加害者である親だけを責めることはできませ

ん。また、子ども虐待をする親自身が、自分の親などから虐待を受けてきた場合が

あることも事実です。 

○　子ども虐待への対応 

子ども虐待発見時の対応としては、こうした複雑な問題を包括的に把握するとと

もに、関係諸機関が連携をしっかりと取り合う中で、組織的に援助していくことが

大切です。 

そのためには、関係機関・関係者が連携し、早期発見と保護及び家庭に対する総

合的な相談と支援を実施していくことが大切です。そして子どもと接する機会の多

い民生・児童委員、保育士、教職員及び保健医療関係者等と連携を図りながら、地

域が一体となって児童の虐待防止に取り組む環境づくりを推進していく必要があり

ます。 

エ　健全育成に向けての取組 

○　様々な問題行動とその背景 

現代の子どもの間で起こっているさまざまな問題の根底には、親や教師を含めた

大人の子どもに対する自由意志を無視した様々なかたちの強制やその反対の放任が

共通して存在しています。言い換えると、子どもの引き起こすさまざまな問題行動

の原因の一つに、大人の子どもに対する不適切な接し方があると言えます。 

図書、ビデオ、インターネット等を通じた有害情報の拡大も、大きな原因の一つ

だと言えます。子どもをこれらの有害環境から守ることは大人の責任です。 

○　健全育成の推進 

そのためには、関係機関等による環境浄化の取組をいっそう強化するとともに、

青少年育成島根県民会議と密接な連携を図りながら、優良図書の読書運動などの普

及啓発及び民間活動支援等を行うことにより、行政、民間団体、家庭、地域が一体 
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となった子どもの健全育成の取組を推進していくことが大切です。 

オ　指導者の養成と相談・支援体制の充実 

子どもの人権が真に尊重された社会を形成していくためには、形成のための理論と

実践及び企画の充実を図る研修を進めるとともに、指導者同士の交流及び情報交換を

図り、活動や相談の場をより積極的に設けていくことが大切です。 

そのために、指導者の養成と相談・支援体制の充実を図っていく必要があります。 

「児童虐待の防止等に関する法律」 

第一条＜目的＞この法律は、児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な

影響を与えることにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に

関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措

置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを

目的とする。 

第四条＜国及び地方公共団体の責務等＞  国及び地方公共団体は、児童虐待の早期

発見及び児童虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機関

及び民間団体の連携の強化その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整

備に努めるものとする。 

２　国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童に対し専門的知識に基づく

適切な保護を行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員の人材の

確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

３　国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童虐待が児童に

及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活

動に努めるものとする。 

４　何人も、児童の健全な成長のために、良好な家族の関係及び近隣社会の連

帯が求められていることに留意しなければならない。 

第五条＜児童虐待の早期発見＞  学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健

婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しや

すい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 

第六条＜児童虐待に係る通告＞児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、

これを児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２５条により通告しなければな

らない。 

２　刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する

法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉法第

２５条の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 
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3　高齢者 

（１）現状と課題 

①　わが国においては、平均寿命の大幅な伸びや、少子化などを背景として、社会の高齢

化は急速に進んでおり、平成２７（２０１５）年には４人に１人が高齢者という本格的な高

齢社会が到来するものと予測されています。殊に本県においては、平成１２（２０００）年に

は高齢化率が２４．８％で、昭和５０（１９７５）年以来全国第１位であり、高齢者の自立と社

会参加等、活力ある高齢社会の実現を目指した取組が重要な課題となっています。 

②　こうした中で、一人暮らしや夫婦のみの世帯が増加し、同居世帯の減少とともに、住

宅事情の悪化や生計の厳しさが生じています。また、「老い」を暗いものであるとの偏

見、痴呆や介護に係る費用負担や介護放棄、身体的・精神的虐待などの高齢者に対する

人権問題も指摘されており、さらに高齢者を敬遠したり、就労や社会参加の機会や場が

少なかったりすることも大きな問題になっています。 

「県民意識調査」からも、「これまでの経験や働ける能力を発揮する機会が少ない」

「悪徳商法などの被害者になりやすい」「高齢者の意見や行動が尊重されない」等をは

じめ、家庭内、施設、病院での問題や財産管理など高齢者に関する人権上の問題があげ

られています。 

また、島根県高齢者・障害者総合相談センターの統計からも、「金銭・消費・契約の

問題」「日常生活上の問題」「相続・遺言に関すること」等、さまざまな問題が生じて

いることがうかがえます。 

③　地球規模で進行する高齢化に対し、国連においては、昭和５７（１９８２）年に「高齢化

に関する国際行動計画」を、平成３（１９９１）年には、「高齢者のための国連原則」を採

択し、それを踏まえて平成１１（１９９９）年を国際高齢者年と定めました。 

わが国においては、平成７（１９９５）年に「高齢社会対策基本法」が成立し、平成１２ 

（２０００）年には、高齢社会対策の基本的かつ総合的な指針になるものとして「高齢社会

対策大綱」が策定されました。さらに平成１２（２０００）年４月から介護保険制度もスター

トしましたが、自己の決定の尊重、人間の尊厳を踏まえた施策の推進が求められていま

す。 

島根県においても、昭和６３（１９８８）年に「島根県高齢者対策推進計画」を、平成１２

（２０００）年には「島根県老人保健福祉計画」を策定して、高齢社会対策の取組を推進し

ています。 

④　このような現状を踏まえて、真に高齢者の人権が尊重され、高齢者の豊富な経験や知

識が活用される環境づくりを進めるなど、充実した生活を送ることができるような福祉

教育・啓発の推進及び、生きがいづくりや就労対策の促進を図る必要があります。 
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（２）指導の重点 

①　学校教育における取組 

学校教育においては、高齢化の進行を踏まえ、各教科、道徳、特別活動、総合的な学

習の時間といった学校教育活動全体を通じて、高齢者に対する尊敬や感謝の心を育てる

とともに、高齢社会に対する基礎的理解や介護・福祉の問題などの課題に関する理解を

深めるための教育を推進する必要があります。 

ア　高齢者と高齢社会に対する基礎的理解と認識 

国連では、６５歳以上の人口比率が７％以上の場合を「高齢化社会」、１４％以上の

場合を「高齢社会」と呼んでいます。日本では平成６（１９９４）年に１４％を越えており、

本県では、昭和６０（１９８５）年に既に１５％を越えています。これからも高齢化は進行

するものと予測されています。 

単に「高齢者」と言っても、その置かれている状況は家族と同居している高齢者、

独居の高齢者、施設に入所している高齢者、また、状態からしても健康な高齢者、寝

たきりの高齢者、痴呆性の高齢者等さまざまです。 

こうした中で介護保険法が平成９（１９９７）年１２月に成立し、平成１２（２０００）年度か

ら実施されています。介護保険というのは、深刻化する高齢者介護の問題を社会全体

で支え、解決していくうえでのシステムをつくるために構想されたものです。 

このような理解と認識の上に立って、高齢者とのちがいによって生じる差別や偏見

を許さない態度を身につけ、共に生きる社会の実現が必要であることを理解するとと

もに、これまでの社会を支えてきた高齢者に尊敬と感謝の念をもって接するようにす

ることが大切です。 

イ　世代間交流や人材活用の促進 

高齢者との交流を通して、高齢者の生き方や願いを体験的にとらえ、広く高齢者に

関わる人権問題が自分自身の問題であるととらえることの大切さを知り、相互の人権

を尊重し合って生きていこうとする態度を身につける必要があります。その場合、高

齢者との出会いを肯定的に受入れ、高齢者に対する差別や偏見をなくしていくととも

に、介護についても正しく理解し、対等の関係を構築していくことが重要です。 

交流の方法としては、直接的な方法として参観日、運動会、音楽会等学校行事への

招待や学習活動の中での交流をはじめ、高齢者のための施設訪問や家庭訪問等があり

ます。 

また、間接的な方法としても、文通やビデオ等による関わり方もありますが、交流

活動は単に用意された活動を共にするだけではなく、子どもが主体的に考え、自主的

に行動することが大切です。そして、ふれあいを通して、高齢者の優しさや温かさ、

他人を気遣う行動に学び、情操を養うことが重要です。 
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学校教育における地域の人材活用で、高齢者に負うところは大きいと言えますが、

同時に教育効果に期待するところも大きいと言われています。一方、ここでは高齢者

が誇りと生きがいの持てる場であり、子どもたちにとっては高齢者の優れた知識や技

術と豊かな経験にふれ、高齢者に尊敬や感謝の念をもつ場になると言えましょう。 

ウ　福祉教育の推進 

福祉教育は、「福祉の心」の育成を目指し、誰もが人としてかけがえのない存在で

あることを確認しながら、そのような人としての生き方を求めるものであり、人権感

覚をみがき、自ら切磋琢磨し、連帯性を高めていく教育でもあります。 

学校教育においては、教育活動の中に福祉教育を適切に位置付け、発達段階を考慮

して、家庭や地域などとの連携を図りながら、実践力を育成することが大切です。 

そのため平成１１（１９９９）年に県教育委員会が作成した「福祉教育指導資料」等を

活用して、生命の尊重や思いやりに満ちた人間関係を築くことの大切さを学習したり、

参加交流型の福祉活動等の取組を進めたりする必要があります。同時に地域や施設等

との連携を図りながら、ボランティア活動など体験活動による高齢者との交流等を通

じて、介護・福祉などの高齢社会に関する課題や高齢者に対する理解を深めることが

重要です。 

②　社会教育における取組 

急速に進行する高齢化の中で、家庭、地域、行政、企業等あらゆる場を通じて、高齢

者の人権が真に尊重され、心豊かで生きがいのある生活を保障していく取組が大切です。

　そのためには共生の理念に立ち、高齢者に対する理解と認識を深めるとともに、置か

れている状況や実態を踏まえて、社会参加活動や就労対策の促進を図り、さらに、高齢

者にかかわる人権問題解決のため、実践的な態度や行動力を高めていく必要があります。 

ア　高齢者のための国連原則 

「高齢者のための国連原則」は、平成３（１９９１）年の国連総会において採択されま

した。これは、「高齢化に関する国際行動計画」の推進などを目的とするもので、高

齢者の「自立」「参加」「ケア」「自己実現」「尊厳」の５つの原則が揚げられ、各国

の高齢社会対策に関する計画などに、この原則を組み入れることが奨励されています。 

わが国の高齢社会対策も、「高齢化に関する国際行動計画」及び「国連５原則」の

趣旨を踏まえて推進されており、５つの原則に関しての理解と認識を深めることは不

可欠の学習テーマです。 

イ　高齢者の人権保障 

高齢者の人権にかかわる問題としては、介護放棄や家庭内での孤立、その有する財

産権の侵害のほか、社会参加の困難性等が指摘されています。 

こうした状況を踏まえ、高齢者が安心して自立した生活が送れるよう支援するとと 
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もに、高齢者が社会を構成する重要な一員として、各種の活動に積極的に参加できる

よう条件整備に取り組む必要があります。 

高齢者の人権を保障するためには、何よりも高齢者が社会の一員として生き生きと

暮らせる社会の実現を目指して、人権尊重思想の普及高揚を図るための教育・啓発活

動を充実・強化していく必要があります。 

高齢者や障害者に配慮した環境整備も重要で、住宅や公共施設におけるバリアフリー

化、道路環境の整備等、自立を促すソフト・ハード両面の環境づくりを進める必要が

あり、本県の「財団法人しまね長寿社会振興財団」でも、民間の公共的施設のバリア

フリー化を促進し、高齢者・障害者等誰もが住みよいまちづくりを進めるための支援

を行っています。 

また、在宅福祉や地域福祉は、援助を必要としている高齢者や障害者などの地域社

会での生活権を保障するための方法として生まれたと言われている「ノーマライゼー

ション」の理念とともに、新しい福祉の考え方に立ったものです。 

ウ　生きがいづくり 

高齢社会においては、長期化した高齢期を生きがいのある充実した生活を送るため

に、主体的に社会とかかわりをもち、各種の活動に積極的に取り組むことが求められ

ています。 

増大した自由時間を生涯学習やボランティア活動に充てるなど、生きがいのある暮

らしをもつことや、それまでの人生で培われた豊富な経験や知識を生かすことも重要

です。 

高齢者の生きがいづくりを促進するためには、主体的な取組はもとより、シルバー

人材センター、高齢者大学校、公民館等における学習メニューや推進体制、施設など

の条件整備が重要です。 

本県では、豊富な経験をもつ高齢者が、さらに幅広い知識を習得し、生きがいをもっ

て活動するとともに、地域社会の発展に一層寄与できるよう島根県立生涯学習推進セ

ンターでは、生涯学習の情報提供、学習相談、資料提供等学習の支援を行っています。

　また、「財団法人しまね長寿社会振興財団」では「高齢者大学校シマネスクくにび

き学園」を開設し、継続的、計画的に多様な学習の機会を提供しています。さらに、

「しまねいきいきファンド」による助成などの事業等も実施しています。各地域にお

いても施設の整備をはじめ、文化活動やスポーツ活動等一層の充実と推進を図ってい

く必要があります。 

エ　就労対策の推進 

年齢を理由に社会参加の機会から遠ざけることは、人間としての自由や平等の侵害

にほかなりません。高齢者には豊富な経験や知識があり、平成８（１９９６）年の労働力
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調査によれば、６５歳以上の４人に１人は、現に就職しているか、就労の意志をもっ

ている人であると言われています。 

国においては、「高齢社会対策基本法の制定」「高齢者雇用安定法」「高齢社会対

策大綱」などにより、６０歳定年制の義務化などをはじめ、継続雇用や再就職の促進

などの総合的な雇用・就業対策を推進し、高齢社会対策を進めています。 

また、企業においても、定年を６０歳以上に延長するところが増加し、定年後も働

く希望をもつ従業員を再雇用する取組も進めています。 

高齢者が長年にわたって培ってきた知識、経験等を活用して働き続けることができ

る社会を実現するため、定年の引上げ等による安定した雇用の確保、再就職の援助、

多様な就業機会の確保のための啓発活動に取り組む必要があります。 

オ　相談体制・支援体制の整備と充実 

島根県社会福祉協議会の「島根県高齢者・障害者総合相談センター」において、人

権侵害、財産管理等の権利擁護に関することや保健・医療・福祉に関すること、その

他、生活に関する等の諸問題について本人や家族の相談に応じ、適切な対応ができる

ようにしています。 

島根県社会福祉協議会の「しまね地域福祉生活支援センター」では、痴呆性高齢者

など、判断力が十分でない人に対し、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サー

ビス、書類等の預かりサービス等を行う地域福祉権利擁護事業を実施しています。 

市町村社会福祉協議会等においても、相談及び援助のためのサービスや情報提供等

を行っています。 

カ　広がりと浸透を図るために 

公民館における取組として、高齢者の生きがいづくりを進めるために、高齢者学級

の開設による教養・文化・スポーツ活動の推進を図るなど、学習機会の体系的整備に

努める必要があります。 

また、高齢者の優れた知識や経験を生かした活動、地域ボランティア活動、世代間

交流など、社会参加の促進を図ることも重要です。 

高齢者の人権と尊厳が守られ、充実した生活が送られるよう高齢者に関わる問題を

地域全体の問題としてとらえ、学校・家庭・地域が一体となった取組を進めていくこ

とが大切です。 

各教育機関、行政、企業、各種団体等が密接な連携を図り、高齢者の人権について

の認識と理解を深めるための教育・啓発活動を組織的に推進するとともに、高齢者の

人権問題の解決と人権擁護のための相談及び支援体制の整備を進めることが求められ

ています。 

人権教育の充実と促進を図る上で、指導者・リーダーの役割は極めて重要です。熱 



意のある人を発掘するとともに、学習機会の充実を図り、指導者・リーダーの確保、

また、指導力の向上に努め、指導体制の充実強化を図ることが重要です。 

各教育機関、行政、企業、各種団体等においては、今日的課題と現状を踏まえ、高

齢者問題について正しい知識と情報を提供するなど、啓発活動の効果的な推進により、

世論の高揚と実践化につながる充実した取組が望まれます。 

 

4　障害者  

（１）現状と課題 

①　我が国で障害者の人権が見直されはじめたのは、第二次世界大戦後、基本的人権の尊

重を明記した昭和２１（１９４６）年の日本国憲法制定からですが、「国連・障害者の１０年」

（１９８３～１９９２）の後、障害者問題をめぐる状況が大きく変化してきました。平成５ 

（１９９３）年に「障害者基本法」の制定、同年「障害者対策に関する新長期計画」の策定、

その具体化を図るための重点施策実施計画として、平成７（１９９５）年に「障害者プラン」

の策定等がなされてきました。 

②　平成１１（１９９９）年７月の「人権擁護推進審議会答申」は、現状の中で「就職に際し

ての差別の問題のほか、障害者への入居・入店拒否などの問題が依然として存在してお

り、さらに、施設内における知的障害者等に対する身体的虐待事件の多発などが近時目

を引く。」と課題の一部を指摘しています。 

③　「県民意識調査」では、「障害のある人に対して、根強い差別や偏見がある」「どち

らかといえば障害のある人に対して、根強い差別や偏見がある」と回答した人は、合わ

せて５２.８％となっています。障害者と犯罪とを関連づけたり、隔離すべき対象として

とらえるような発言等があった例もあります。 

④　「障害者の雇用の促進等に関する法律」いわゆる「身体障害者雇用促進法」では、平

成１０年７月から企業は従業員の１.８％の障害者を雇用することを義務づけています。し

かし、実情は必ずしもそうはなっていません。本県においては、実雇用率、法定雇用率

達成企業割合とも全国平均に比べ高い水準を維持していますが、いまだに雇用率を達成

していない企業も多数存在しています。また、「県民意識調査」でも、「障害のある人

の雇用がすすまないのはやむをえない」「どちらかといえば障害のある人の雇用がすす

まないのはやむをえない」を合わせた「やむをえない」と回答している人は３９.９％となっ

ています。 

今後、関係機関と連携協力して、障害者の雇用促進のための周知啓発を徹底するとと

もに、企業に理解を求める必要があります。 

⑤　平成８年度発行の「一人一人を大切にした教育」において、文部科学省（当時　文部

省）は、盲・聾・養護学校、特殊学級の児童生徒については「障害等のある子供たちの

25
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中には、対人関係を良好に保ったり、社会生活を送ったりする上で、困難な面が見受け

られることがあります。このため、早い時期からこうした点に配慮し、将来の社会参加・

自立に必要な資質を養うよう努める必要があります。」「交流教育は障害等のある子供

たちにとっても有意義なことであるばかりではなく、その相手となる小・中学校等の子

どもたちや地域の人たちにとっても意義のあることです。」と交流教育の大切さを述べ

ています。 

⑥　平成１３（２００１）年５月１日現在、県内には特殊教育諸学校（盲、ろう、養護学校）

が１２校あり、特殊学級が３４２学級あります。「通級による指導」については、言語障害・

難聴の児童生徒を対象に２２の小中学校に３３の教室が開設されています。これらの学校

における教育活動や社会教育を通じて、こうした現状をより改善していくことが求めら

れています。 

（２）指導の重点 

ＷＨＯ（世界保健機構）は、昭和５５（１９８０）年に障害をとらえる視点を提起しました。

それによると障害は、インペアメント（impairment：手足の欠損や形態損傷など機能障害）、

ディスアビリティ（disability：インペアメントなどによる能力障害）、ハンディキャッ

プ（handicap：社会的障害、不利）の３つのレベルでとらえられています。現在ではこの

考え方がさらに見直され、障害者に社会的不利（差別）をもたらすものは、物理的・社会

的障壁（バリア）であり、偏見や態度であると考えられています。 

そして、障害者の人権を守るために真に必要なことは、実は医療やリハビリのみではな

く、設備の不備とか法律や制度上の不備といった障壁を除去し、あるいは障害者に対する

偏見といった意識や態度を変えていくことである、と考えられています。 

これは、障害者に対して必要なのは配慮であり特別扱いではないとする考え方と同じも

のです。また自分が同じ立場であれば、やはりそのようにしてほしいと思うだろうことを

する、というボランティアの考え方とも通じるものであり、このような障害観の確立こそ

が現在求められているものだといえます。 

そして、障害観の確立と物理的・社会的障壁の除去に視点を置いた取組が重要となりま

す。 

①　学校教育における取組 

ア　障害児を支える取組 

学校においてはまず、障害によって被差別の立場となる可能性のある児童生徒を支

える取組がなされなければなりません。障害児が、障害があるということに対して劣

等感等を持つことがないよう支援していく必要があります。また、周囲の人が障害児

の障害部分のみを見つめることがないような支援も必要となります。 

そして、お互いを尊重しあう関係を育てることが大切です。 
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そのためには、教職員が児童生徒一人一人の実態を理解し、障害児やその保護者の

思いや願いを把握したうえで、必要な配慮を行っていくことが求められています。 

イ　交流学習 

児童生徒の人間関係を広げ、社会性を豊かにすること、また、お互いをよりよく理

解し、望ましい人間関係を身につけるための方法の一つとして、交流学習を効果的に

設定することが有効であるとよく言われています。手助けをしてあげる・手助けをし

てもらう、という意識での交流学習ではなく、共に生きるという価値観にせまる交流

学習こそが、意味のある学習につながると思われます。 

ウ　障害等に配慮した教育 

平成８（１９９６）年７月の中央教育審議会答申は、「新しい学校教育の実現のための

条件整備等」における８つの柱の一つとして「障害等に配慮した教育の充実」をあげ、

「障害のある子どもたちに、可能な限り社会的な自立や参加をし得る“生きる力”を

培うことは極めて重要なことである。」としています。「個に応じた指導を徹底し、

子どもたちの“生きる力”の育成を図る」という答申の基本理念は、まさに、特殊教

育がその本質として追求していることにほかなりません。また、インテグレーション

（inntegration：障害のある子どもと障害のない子どもとが、可能な限り通常の学級

において教育を受けることができるようにすると同時に、児童生徒の障害の状況に応

じて特別な学級・学校における指導も行うことができるとする教育理念）やさらには

インクルージョン（inclusion：障害の有無によらず、すべての子どもを対象として一

人一人の特別な教育的ニーズに応じて教育を行うべきであるとする教育理念）といっ

た概念も世界では声高に唱えられはじめています。 

エ　進路保障に向けての取組 

障害のある児童生徒への支援は、在学期間中のみ行えばよいというものではありま

せんし、卒業後の進路に関しては、狭いと言わざるを得ません。本県としても「特殊

教育諸学校進路開拓推進事業（あいワーク）」など、進路開拓に取り組んでいます。

こうした取組のより一層の充実が望まれます。また、進路保障を考える際、高等学校

あるいは特殊教育諸学校高等部卒業後までではなく、大学・専門学校等卒業後までも

視野に入れる必要があります。 

②　社会教育における取組 

ア　障害および障害者への理解促進 

障害及び障害者に対する正しい知識を深め、ノーマライゼーションの理念の一層の

定着を図ることが求められています。「障害者の日（１２月９日）」「障害者週間（１２

月３～９日）」「人権週間（１２月４～１０日）」「精神保健福祉普及運動週間（１０月第

４週）」などを中心として各種啓発活動が行われています。また、ボランティアセン
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ター等を通じて各種ボランティア活動の支援や充実も図られています。 

イ　障害者への情報提供 

今日の情報通信及び関連機器の進歩は、障害者のハンディキャップを軽減し、社会

参加を促進する大きな可能性を秘めています。このため、障害者への情報提供機能の

充実や拠点づくりに努めるとともに情報機器の活用によりコミュニケーション手段の

確保を図り、障害者の生活を豊かにするための情報化を進める必要があります。本県

においても、拠点施設を中心とした情報提供や、各種ネットワークとの連携による情

報提供体制づくりを推進しています。 

また、平成１２年６月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正

する等の法律」が成立し、平成１５年度から新たな利用の仕組み（支援費制度）に移

行することとなりました。こうした点も、きちんと情報提供をしていく必要がありま

す。 

ウ　就労等自立支援 

本県の特殊教育諸学校においては「特殊教育諸学校進路開拓推進事業」が機能しつ

つありますが、学校に在学していない人にも「職域開発援助事業」として就労援助が

行われています。厳しい現状を改善していくためにも、こうした事業が理解され拡大

されていくことが期待されます。また、就労後の定着率の低さも課題としてあげられ

ます。これについては、受け入れ側にも問題があるのだという認識を求めていくこと

も必要となります。 

 

5　同和問題 

（１）現状と課題 

①　昭和４０（１９６５）年の「同和対策審議会答申」は、同和問題の本質について「いわゆ

る同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づ

く差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、

現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原

理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、

もっとも深刻にして重大な社会問題である。」と述べています。我が国固有の人権問題

である同和問題については、この答申を受けて国及び地方公共団体の本格的な取組が始

まりました。 

②　昭和４４（１９６９）年に「同和対策事業特別措置法」が制定され、生活環境の改善、社

会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化などの施策

が施行されました。 

その後も２度にわたって施行された「特別措置法」に基づき、国、県、市町村が一体 
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となって同和問題の早期解決に向けて積極的な推進が図られてきました。 

③　本県においても、差別意識を解消するための教育・啓発の推進をはじめ、同和地区に

おける教育の充実、雇用の促進、経営の安定、生活環境の改善などの対策を講じてきま

した。平成６（１９９４）年には、「島根県同和対策推進計画」を策定し、これらの諸施策

をさらに推進して、心理的差別の解消、人権意識の高揚に努めるとともに、同和地区に

おける経済力の向上、住民の生活の安定及び福祉の向上を図り、差別のない明るい社会

の実現に努めてきました。 

④　「島根県同和対策推進計画」では教育・啓発に関して「差別の現実に学ぶことを基本

姿勢とする」「同和地区児童生徒の学力向上と進路保障に対する取組を積極的に推進す

る」「隣保館や教育集会所等を拠点とする学習会や文化活動」といったことについて方

向性を示しています。 

平成８（１９９６）年に県教育委員会が発刊した「同和教育指導資料　第１９集」は、これ

らの方向性に基づき作成されました。 

⑤　こうした取組により、生活環境等の劣悪な実態は概ね改善されるとともに、県民の同

和問題に対する理解と認識も深まってきました。しかし、平成８（１９９６）年に提出され

た国の「地域改善対策協議会意見具申」では、「差別意識は着実に解消に向けて進んで

いるものの、結婚問題を中心に依然として根深く存在している」と述べられており、「県

民意識調査」の結果も差別意識が依然として残っていることを示しています。また、同

和地区の人々を中傷する差別発言や差別落書などの問題も今なお発生しており、差別意

識の解消に向けての教育・啓発をさらに進めていく必要があります。 

⑥　平成７（１９９５）年から始まる「人権教育のための国連１０年」に基づき策定された「人

権教育のための国連１０年に関する国内行動計画」などをうけて、本県でも平成１２ 

（２０００）年に「島根県人権施策推進基本方針」を策定し、その中で、「同和問題を人権

問題の重要な柱としてとらえ、固有の経緯等を十分認識しつつ、これまでの同和教育や

啓発活動の中で積み上げられてきた成果を踏まえ、『島根県同和対策推進計画』に沿っ

た教育・啓発を効果的に進めていく」と述べています。 

⑦　平成１４（２００２）年３月３１日をもって、「地域改善対策事業に係る国の財政上の特別

措置に関する法律」（地対財特法）が期限切れをむかえ、同和地区・同和関係者を対象

とする特別対策は終了しますが、同和問題は依然として現存しており、特別対策の終了

が同和教育の終了を意味するものではありません。法の期限切れが、同和教育の後退に

ならないように、差別意識解消に向けて教育・啓発はこれからも推進する必要がありま

す。 

（２）指導の重点 

①学校教育における取組 

・

・

・
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ア　進路保障の取組 

同和問題解決の中心的課題の一つに、同和地区の人々の就職と教育の機会均等を完

全に保障することによって、生活の安定と地位の向上を図ることがあります。しかし、

同和地区の人々に対する差別意識はいまだに現存し、教育や就労においての格差が残

存しています。これは、長年の部落差別とそれに起因する不安定な生活や不十分な教

育環境の結果であり、それがさらに同和地区の人々の希望する仕事や教育の機会を奪

うという悪循環を繰り返してきました。 

進路保障とは、それを断ち切るため、同和地区児童生徒の学力を高め、将来の進路

を保障していく取組です。それは、単に進学や就職に際して、進路指導や公正な採用

選考を実現するための取組だけではありません。それは、同和地区児童生徒が、自ら

主体的に学ぶ意欲と態度、また、確かな学力と豊かな感性を高め、健康の増進を図り、

さらに、進路に対する明るい展望と差別に立ち向かう強い意志を持って、将来をたく

ましく切り拓いていこうとする態度や能力を身につけていくよう、幅広い教育活動を

計画的に進めていくことです。 

○　推進体制の確立 

教職員一人一人が進路保障に取り組む姿勢を確立し、全教職員によって組織的、

継続的に進路保障を進めていく推進体制を確立する必要があります。 

○　実態の把握 

幅広い視点から部落差別の現実や児童生徒の実態を的確に把握することが大切で

す。同和地区の保護者や児童生徒の将来の進路に対する願いや悩み、不安等を的確

に受け止め、進路を保障するための教育課題を明らかにすることが重要です。 

○　進路保障を阻む要因の除去 

・児童生徒一人一人を支える体制づくり 

同和地区児童生徒が自分の悩みや不安を話すことができ、相談できる体制を確

立する必要があります。そして、学校生活や学習面、健康上の問題、家庭の問題、

進路等の問題で悩みを抱えている児童生徒が、自己の意欲と能力を十分に発揮し

て学習し、生きていくよう、その悩みを解決していくための速やかな取組が必要

です。 

・就職差別撤廃に向けた取組 

就職差別撤廃のためには、職業安定行政、教育行政等の行政機関や高等学校職

業指導協議会、および企業、関係機関・団体等との連携体制の充実と整備に努め、

就職差別撤廃に向けた取組体制の確立と強化を図る必要があります。 

・就学の支援体制 

進学への意欲と能力を持ちながら、経済的理由や差別等によって学ぶ意欲を喪 
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失し、進学を断念したり中途退学したりすることのないよう、就学への支援に努

めることが大切です。そのため、児童生徒一人一人が将来への展望を持って学ん

でいくことができるよう、就学を支援する体制づくりに取り組み、また、奨学資

金制度の周知と活用の促進、教育相談や個別指導の充実強化を図ることが大切で

す。 

○　自らの将来を切り拓いていく意欲と態度の育成 

・自ら学ぶ意欲と態度を高める取組 

あらゆる場と機会を捉えて、自分自身で主体的に判断し、自主的に行動する実

践的な意欲と態度を育てること、また、友だちと支え合い、励まし合って共に学

ぶ学習活動を通して、自ら学ぶ意欲と態度を育て、主体的に問題解決に努める実

践力の育成に努めることが大切です。 

・学力向上をめざす取組 

「おくれ」や「つまずき」のみられる児童生徒に焦点をあて、「わかる授業」

や「個に応じた指導」への創意工夫に努め、学ぶことの充実感を体得させること

により、基礎学力や学習意欲の向上を図ることが大切です。 

また、同和地区児童生徒が、差別に打ち勝って豊かな自己実現に努め、将来を

たくましく生きていく力を培う指導を充実し、さらに、差別の不当性や差別撤廃

に向けて、自己の思いや願いを生き生きと表現する技能や、相手に自分の気持ち

や意見を率直に主張し、伝える力を身につけていくよう支援することが大切です。 

・社会的立場の自覚を深める取組 

教職員が被差別の立場にある児童生徒を徹底して支えていく姿勢と取組を貫く

ことが重要です。そして、個々の児童生徒の発達段階やおかれている立場の自覚

の状況、周囲の支えやその後の見通し、保護者の願いや意見などを見極め、周到

な教育上の配慮と家庭や地域との連携のもとに、児童生徒一人一人が社会的立場

の自覚を深める指導を充実していくことです。 

・集団づくりの取組 

さまざまな困難を抱えている児童生徒や被差別の立場にある児童生徒を大切に

した集団づくりに取り組み、児童生徒が自分の悩みや願いを本音で語ることがで

きる、友だちの悩みや辛さを自分の問題として考え、共に解決していこうとする

連帯感を育てる指導を充実することです。 

イ　人権意識を高め、差別をなくす実践力を培う取組 

差別をしない、させない、許さない確かな人権意識の高揚と、差別をなくす実践力

の育成を図るためには、身近な生活の中にある差別や偏見、不合理等の問題を捉えて

学習を展開し、自分の生活や生き方と結びつけながら、人間の尊厳や人権尊重への認 

・

・

・
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・

・

・

・

識と自覚を深めさせることが大切です。 

また、すべての教育活動を通して人権意識高揚の視点に立って筋道を立てて科学的・

論理的に考える能力、相手の気持ちや立場を尊重する態度、友だちと協力して活動す

る実践力などの育成に努めることが大切です。 

○　教職員が差別をなくし、人権を尊重する姿勢を貫く取組 

差別をなくし、人権尊重を貫こうとする教職員の意識や情熱、姿勢が児童生徒の

人権意識の形成に大きな影響を及ぼします。また、児童生徒の人権意識と差別をな

くす実践力を高めるためには、教職員が、日々の教育活動の中で児童生徒一人一人

の人権を守り、尊重することが重要です。 

日々の教育実践を人権の視点から点検するとともに、日常的に自己の生き方の実

践を通して、人権や生命の尊さを児童生徒に語りかけることが大切です。 

○　教育活動全体を通して人権意識を高め、差別をなくす実践力を培う取組 

・人権意識や差別をなくす実践力を培う基盤となる能力や態度の育成 

人権意識を高め、差別をなくす実践力を培うという視点に立って日常の教育活

動の充実と改善に努め、人権の尊さと差別や偏見等の不当性を正しく認識し、差

別を許さず主体的に行動しようとする実践力の育成につながる知性、感性、意欲、

態度等を培っていくことが大切です。 

・差別や偏見のない集団づくり 

学校生活の様々な場と機会を通して、児童生徒相互や児童生徒と教職員との人

間的なふれあいを深め、差別や偏見のない豊かな人間関係を大切にする生き方を

身につけさせることが大切です。 

・人権尊重への自覚と差別に対する科学的な認識の進化 

身近な生活の中の差別問題について問題意識を高め、科学的な認識を深める学

習を教育活動全体を通して進めるとともに、発達段階に即して、同和問題学習を

系統的に展開することが重要です。 

同和問題学習 

部落差別に対する科学的な認識を深め、差別をなくしていこうとする意欲と実践

力を培う学習のことをいいます。 

部落差別に対する科学的な認識とは、「部落差別は、どのような歴史的・社会的

背景のもとに作られたのか。」「現実の社会生活において、差別の実態がどのよう

に現れ、日常生活の中でどのような問題や不合理を生み出しているか。」「部落差

別が、社会意識にどのような影響を及ぼしているか。」などを客観的な事実に基づ

き正しく認識することです。 
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②社会教育における取組 

基本的人権の尊重が民主社会の基本であり、同和問題の早急な解決が国民的課題であ

ることを地域住民のすべてが正しく認識することは、社会教育の重要な課題です。 

ア　学習内容の創造 

○　差別の現実に学ぶ取組 

同和地区の人々が地域や職場等の日々の生活の中で、今なお不合理な差別を受け

ているという現実と、同和地区に対する差別的な社会意識が存在することを、具体

的な事実を通して学ぶための学習内容を工夫する必要があります。 

○　誤った考え方を払拭する取組 

「差別はもうなくなった」等の同和問題に対する誤った現状認識や、同和問題解

決への展望を欠いた「寝た子を起こすな」式の傍観者的な考えが見られる実態と背

景を正しく捉え、それを克服し、払拭するための学習内容の構成に努めることが大

切です。 

イ　学習方法の創意工夫 

社会教育において取組を進めていく場合、次のような視点が必要です。 

○　同和問題学習の内容 

・部落差別の現存認識 

差別の現実から学ぶことを重視し、自分の生活とのかかわりについて捉え

る。 

・部落差別の社会的認識 

現存する差別が社会的、経済的関係等にどのように現れ、どのような問題

を引き起こしているか、さらにどのように社会意識に影響を与えているかな

どについて、社会生活上の具体的な事実に即して認識を深め、差別は差別す

る側の問題であり、基本的人権を侵害し、人間の尊厳を侵す、許されない行

為であることを理解する。 

・部落差別の歴史的認識 

部落差別の歴史とその背景について学習を深め、人間によって作られた部

落差別は人間の力によって必ずなくせるという認識と展望を確立する。 

・同和問題解決への展望と自己課題化 

同和問題は、国民の努力と主体的な取組によって必ず解決できる問題であ

るとの認識を高め、また、自分たち一人一人が差別をなくしていかなければ

ならないという認識を深める。 
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○　住民が学習主体者となる参加型学習 

○　感性に訴える学習と科学的な認識を深める学習 

○　身近な生活の中の差別や人権に関する教材を取り上げた学習 

○　同和地区との連携や交流活動・共同学習の推進 

○　地域に密着した小地域学習会の工夫 

○　同和地区における文化・学習活動 

同和地区での文化・学習活動には、公民館や隣保館の文化・学習活動と目標・

内容など重複する場合も多いので、密接な連絡と連携を図り、より充実したもの

にするように努める必要があります。 

ウ　指導者の養成・確保と力量向上の取組 

○　指導者の役割 

指導者は同和問題や同和教育に関して豊かな識見や経験を持つだけでなく、常に

自己の意識や教育姿勢を点検して意識変革に努め、家庭や地域社会、学校、職場等

の中で、自らが差別撤廃に向けて主体的に行動することが求められます。 

○　指導者の養成 

同和問題解決に熱意のある人材を発掘し、指導者養成事業を計画的に実施すると

ともに、研修機会の拡充を図り、指導者の養成と確保、指導体制の充実強化を図る

ことが必要です。 

指導者の養成にあたっては、指導者としての役割と使命について自覚を高める研

修をすることが大切です。また、実際の啓発活動や学習活動に携わる中で、地域に

厳存する同和問題の現実から深く学び、指導者自らの意識改革と指導力の向上を図っ

ていくことが大切です。 

そのため、公民館、社会教育関係団体、企業・職場、自治会、住民グループ等で

の研修会や学習会、および同和地区における教育・文化活動の推進を図るための学

習活動や地区外の交流学習等において、指導者としての活動の場と機会の提供・確

保を図り、積極的な活用の促進が図られるよう配慮していく必要があります。 

エ　住民が学習の主体者となって進める取組 

学習の効果を高め、地域住民一人一人が同和問題の解決を自分自身の問題として

受け止め、主体的に同和問題学習に取り組むためには、社会教育関係団体や自主的

学習グループ等による自発的な学習活動の促進と充実を図ることが大切です。 

オ　企業等における取組 

本県では、就職差別をなくすために従業員３０人以上の企業・事業所に公正採用

選考啓発推進員が置かれ、公正採用の取組がなされていますが、同和地区の人々の

就職の機会均等を図り、雇用の促進と職業の安定を確保するためには、教育行政や 

・

・

・

・
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職業安定行政等の行政機関が相互に連携を深めながら、事業主や企業トップに対す

る同和問題の啓発や指導の充実を図り、企業・職場内での効果的で積極的な同和問

題研修が推進されるよう指導援助していくことが必要です。 

 

6　外国人 

（１）現状と課題 

①　平成２（１９９０）年に「出入国管理及び難民認定法」が改正されました。その後、外国

人登録者の数が急速に増加し、本県においては１０年間で２.８倍となり、国別では中国が

１,５８４人、ブラジルが１,３１９人、韓国・朝鮮が１,１３６人、フィリピンが９４９人…の順で、

合計５,５６３人となっています（平成１２年度末調査）。 

県内には子どもたちへの日本語指導に取り組んでいる学校があります。また、「帰国・

外国人児童生徒と共に進める教育の国際化推進地域事業」や「外国人児童生徒など教育

相談員派遣事業」に取り組んでいる市もあります。 

②　平成１１（１９９９）年の「人権擁護推進審議会答申」では、外国人に関する課題として「諸

外国との人的・物的交流が飛躍的に拡大し、我が国に在留する外国人が増えつつある中、

就労に際しての差別の問題のほか、外国人への入居・入店拒否など様々な問題がある。

また、在日朝鮮人児童生徒への暴力や嫌がらせなどの事件や差別発言などの問題もある。」

と指摘しています。 

③　平成１１（１９９９）年に行われた「県民意識調査」によると、「在日外国人の生活態度」

の考え方について「人にはそれぞれ民族の文化や生活習慣があるので、それを十分に尊

重し、いろいろな文化が共存できる社会をつくるべきだ。」を支持した回答は６６.５％

であるのに対し、「日本に住む以上、日本の文化や生活習慣に順応し、日本人と同じよ

うな生活をすべきだ。」を支持した回答は３１.２％となっています。 

外国人の持つ文化や生活習慣を受け入れて、共生していく社会をつくることへの理解

を示す人が増えてきつつある中で、一方では、異なる文化を受け入れることに対する不

安や抵抗を持つ人も少なくないと考えられます。 

④　歴史的経緯により日本に住むようになった外国籍の人々がいます。本県の在日韓国・

朝鮮人は、ほとんどが戦前から日本に住んでいた人、あるいはその子孫です。 

平成８（１９９６）年の「第２回在日韓国・朝鮮人実態調査結果」によると 

ア　母国語を話す能力については、「よくできる」「まあできる」を合わせた「話せる」

人は４割強となっている。家庭では８割以上が主に日本語を使っている。 

イ　社会的な民族習慣（祭事や結婚式など祝い事）は少なくなる傾向にある。 

ウ　「民族を隠して通学した」の割合は下がってきており、国際理解教育などにより日

本人の排他性が改善されてきたこと、または若い在日韓国・朝鮮人の民族的自覚が高 



36

まってきたことが考えられる。しかし、８０％以上の人が「日本風の通名を持っている」、

５４％の人が「何らかの被差別経験がある」と答えている。 

と報告されています。 

国際化が進む中で、在日韓国・朝鮮人を取り巻く環境も徐々に変化しつつあります。し

かし、この報告にある「母国語会話能力の低下」「民族習慣の喪失」「通名の使用」「被

差別経験」などの背景には、在日韓国・朝鮮人に対する偏見や差別意識が考えられます。 

⑤　このような状況を踏まえながら、外国人に対する偏見や差別意識を解消し、外国人の

持つ文化や多様性を受け入れ、国際的視野に立って一人一人の人権が尊重される社会を

構築していくことが求められています。 

（２）指導の重点 

①　学校教育における取組 

学校においては、国際化の著しい進展を踏まえ、各教科、道徳、特別活動、総合的な

学習の時間といった学校教育活動全体を通じて、広い視野を持ち、異文化を尊重する態

度や異なる習慣・文化を持った人々と共に生きていく態度を育成するための教育を充実

していくことが大切です。 

ア　互いの文化や習慣を尊重する態度を育てる教育活動の推進 

外国人に対する偏見や差別意識は、他国の文化や習慣への理解の不足が原因の一つ

だと考えられます。そこで、学校や地域の実態に応じて、各国の歴史や文化・慣習に

ついての理解を深める学習を取り入れ、外国人の持つ文化や生活習慣などの多様性に

対する寛容な姿勢やそれを尊重する態度を、一人一人の児童生徒に育てていくことが

大切です。 

また、在日韓国・朝鮮人の問題については、児童生徒や保護者が日本に住むように

なった経緯や社会的背景を理解するための学習を、児童生徒の実態に応じて適切に行っ

ていく必要があります。 

このような国際理解に関わる学習を教育課程の中に位置付けて、意図的・計画的に

教育活動を展開していくことが大切になってきます。 

イ　児童生徒を支える取組 

学校にはいろいろな児童生徒の存在が考えられます。外国で暮らしたことのある児

童生徒、日本国内に住んでいても日本国籍を持てない定住外国人となる児童生徒、本

人は日本国籍であっても父母などがそうでない児童生徒などの存在です。これらの児

童生徒が習慣や文化の違いから差別されないようにしなければなりません。 

指導においては、これらの児童生徒が民族や自国に対する誇りを持ち、自己のアイ

デンティティを確立できるような支援が大切です。また、児童生徒の実態に応じて、

日本語指導を行うとともに、学校生活への適応のための指導体制を充実させることも 
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必要です。 

さらに、児童生徒相互の交流を深めることにより、理解し合い、支え合うことがで

きる人間関係作りを進めていくことも大切です。 

児童生徒の持てる能力や適性が十分に発揮され、一人一人が自己実現を図ることが

できるように関連機関とも連携し、適切な進路保障に取り組む必要があります。 

ウ　教職員の研修と児童生徒理解 

在日外国人の児童生徒を支えていくには、校内研修を通じて、教職員の人権意識を

高め、「文化や生活習慣の違いなどが差別の理由になってはならない」という意識を

全教職員がしっかり持つことが必要です。 

また、外国人に対する被差別の現実に目を向け、児童生徒の置かれている状況を多

面的に把握するとともに、児童生徒やその保護者の思いや願いを的確に把握する努力

が必要です。 

エ  家庭や地域への取組 

在日外国人の児童生徒だけでなく、その保護者も様々な悩みをかかえていることが

あります。家庭訪問や学級懇談の機会などを活用して、連携を深めることが大切です。

また、指導の方向や指導者としての願いを、地域や家庭に積極的に発信していくこと

も大切です。 

②　社会教育における取組 

国際交流・協力の広がりや在住外国人の増加に伴い、他国の人やその文化に接する機

会が増えてきます。異文化を自分たちの価値観で一方的に評価するのではなく、異文化

が独自に培ってきた価値観を理解し、地域に居住する住民として、「共に生きる」社会

の構築に協力していくことが求められます。 

社会教育においては、互いの人権が尊重され差別のない社会をつくるために、「共に

生きる」社会の構築の大切さを多くの人が理解できるように努力する必要があります。

そして、全ての人が自らのアイデンティティを確立し、自らの生き方に誇りを持つこと

ができるような取組を進めていくことにより、文化・習俗・習慣・国籍などが「差別を

受ける理由にならない」という意識を高めていくことが大切です。 

ア　交流を深める活動の充実 

外国の文化や習慣について、正い理解を持つことができるようにしていくことが大

切です。そして、互いの文化や習慣の違いを認め、尊重し合う態度を育てていく必要

があります。 

そのためには、交流学習や交流活動の機会を増やすとともに、その活動への積極的

な参加を呼びかけていく必要があります。また、交流学習や交流活動が充実したもの

となるように、その内容を工夫していくことも大切です。 
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イ　企業における取組 

企業においては、国際化が進む中で「皮膚の色、言語、文化、習俗、習慣」などの

それぞれがもっている差異を認めていくことが大切です。このことが、有能な人材を

集めたり、生かしたりすることになり、企業の発展や社会貢献につながっていくと考

えられます。そのためにも、積極的な研修が求められます。 

ウ　永住外国人に対する取組 

在日韓国・朝鮮人をはじめとして、歴史的背景などによって日本に永住している人

たちに対しての取組も必要です。 

在日韓国・朝鮮人共生セミナーなどへの参加を促し、歴史的経緯や社会的背景につ

いて正しい認識を多くの人が持つことができるように努力する必要があります。 

エ　情報の提供 

在住外国人が求めているものに「日本語の学習機会」「生活上の問題についての相

談窓口や相談機関」「医療や福祉に関する生活情報」があります。これらの要望に対

して、県や市町村も取組を進めているところです。取組の状況も含めたさまざまな情

報をできるだけ多く提供していく姿勢を持つことが大切です。 

（※）ここでは、日本に住む「韓国籍」「朝鮮籍」の人々を総称して「在日韓国・朝鮮人」を

　　使っています。 

 

7　患者及び感染者等 

（１）現状と課題 

国が策定した「国内行動計画」には、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウィルス）感染者、エイズ患

者とハンセン病に対する差別や偏見が重要課題の一つとして取り上げられています。 

①　ＨＩＶ感染者 

ＨＩＶ感染者は、医療、福祉など本来ならば積極的に保護され、支援されるべき人々

ですが、病気に関する正しい理解、認識の不足や偏見などに影響され、医療の拒否、就

職や入学の拒否、職場の解雇などの人権問題が指摘されています。また、「エイズ」と

いう言葉の差別的なイメージが先行し、さまざまな差別が起きるようになってきました。

最初に差別を受けたのは血友病の人たちでした。血友病というだけで解雇されたり、就

職、入学を拒否されたり、学校で仲間はずれやいじめにあったり、近所の嫌がらせから

引っ越しをしなければならなくなったりと、差別の例は少なくありません。 

このような現状から、正しい知識と認識を一人一人がもつことや、相手の立場に立っ

た人権を尊重する態度を培うことが今後の大きな課題です。 

②　ハンセン病患者 

ハンセン病患者は、「らい予防法」が平成８（１９９６）年に廃止されるまで、療養所へ 
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の強制隔離等が行われ、患者本人や家族、親族までが偏見をもたれ差別を受けてきまし

た。さらに、その影響がいまだ続いているのが大きな問題であり、今後の解決すべき課

題です。わたしたちは、ハンセン病に関する正しい知識を習得し、「差別」の解消に向

けて努力していくことが必要です。 

③　腸管出血性大腸菌（O－１５７）感染症患者 

平成８（１９９６）年７月、大阪府の学校で集団発生し、死者を含め多数の患者・感染者

がでました。原因が特定されるまでは、全国的に一種のパニック状態が起き、患者・感

染者や家族に対する差別やいじめも発生しました。 

原因がわかり、その後は発生件数も少なくなりましたが、私たちが偏見や差別につい

て考える上で、大きな教訓となりました。 

④　その他の難病（特定疾患） 

難病のうち、指定された特定の疾患を「特定疾患」といいます。 

現在、特定疾患は４４あり、原因が不明であったり、治療方法が未確定であったり、

後遺症を残すおそれがあったりする疾病です。さらに、経過が慢性にわたるため、経済

的な問題はもとより、介護、家族の負担、精神的負担など大きな課題を残す疾病です。 

以上のような状況から発生する患者に対する偏見や差別は、患者や家族の立場に立っ

ていないことから生じることが多々あります。 

上述した病気に限らず私たちは、いつ、どこで、病気にかかるかわかりません。自分の

ことはもちろん、相手の立場に立って「苦しさ」「つらさ」などを考え、共に支え合い生

きていくことのすばらしさを、今一度考えてみる必要があります。 

（２）指導の重点 

①　学校教育における取組 

感染症患者の人権を重視した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律」が、平成１１（１９９９）年に施行されました。また、「らい予防法」は、病気の蔓

延を防止することを主眼としており、人権上の配慮に欠けていたことから、平成８ 

（１９９６）年に廃止されました。 

このように、人権尊重の立場から感染症における患者及び感染者への差別・偏見をな

くす取組がなされています。本県においても、感染症等に関する正しい知識・理解を深

めることによって、患者や感染者等に対する差別・偏見を払拭し、すべての人が生涯に

わたり、健康で楽しい生活がおくれるように、学校教育においては次のような取組を行

うことが重要です。 

ア　ＨＩＶ感染者等に対する差別・偏見をなくすための教育の推進 

エイズは、平成１２（２０００）年には患者数が２３１万人を越え、患者を含むＨＩＶ（エ

イズの病原体）感染者数は約３，６１０万人と推計され、さらに増加の傾向にあり、現代 
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における重要な健康問題の一つとなっていることを認識する必要があります。また、

その人たちに対する差別・偏見も大きな社会問題となっているという認識をもち、人

権尊重の立場から差別解消へ向けての教育を推進していくことが必要です。 

小学校から高等学校（特殊教育諸学校を含む）までの各学校では、教科（体育科・

保健体育科など）や特別活動・道徳・総合的な学習の時間など全教育活動を通して、

エイズ教育が行われています。今後も地域の実情や児童生徒の実態に即した指導を、

継続して行っていく必要があります。 

エイズを予防する能力や態度を育てるとともに、エイズに対する不安や偏見・差別

を払拭するため、人権尊重・男女平等等の精神に基づいて、発達段階に応じた正しい

知識を身に付けるエイズ教育を学校・家庭・地域が連携して推進していくことが大切

です。 

エイズ教育の充実・推進を図っていくためには、教職員の指導力を高めていくこと

が必要です。そのためには、教職員を対象とした研修会に、計画的かつ継続的に参加

することが大切です。また、各健康福祉センターなどとも連携をとり、専門的な立場

の人たちに指導を受けることも必要です。 

イ　ハンセン病に関する正しい知識の普及・啓発の推進 

長い間、らい菌が発見されるまでハンセン病は、特定の家系の人が発病する病気、

遺伝する病気という誤解があり、患者だけでなく、その家族・親族に対する根強い偏

見や差別がありました。しかし、らい菌の発見により、感染しても発病することは極

めて希であり、また、仮に発病しても、早期発見と早期治療により完治する病気であ

ることから、「らい予防法」に定められていたような隔離、消毒等の予防措置の必要

がないことがわかり、ようやく平成８（１９９６）年３月に「らい予防法廃止法」が成立

しました。 

さらに、ハンセン病の元患者らが、「らい予防法」の違憲性を主張し国に対して、

賠償と謝罪を求める「ハンセン病国家賠償請求訴訟」を起こし、平成１３（２００１）年５

月に原告側が全面勝訴となりました。このような歴史的な事実や差別の現実を、教職

員が正しく理解することが大切です。 

各学校では、このようなことを題材にしたり、ハンセン病及びその感染者への理解

を深めるための啓発資料を活用したりするなどの学習を行い、差別・偏見の払拭・解

消に努めることが大切です。 

ウ　Ｏ－１５７に関する正しい知識の普及・啓発の推進 

腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７は、経口感染です。汚染された食物を口にするか、患者

の糞便に触れた手指などを通して汚染された食物や水が口に入らなければ感染しない

こと、日常の予防がなされていれば感染しないことなどの正しい知識を伝えることが 
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大切です。過剰な不安によるいじめや仲間はずれ、偏見や差別による人権侵害が起き

ないように十分指導することが大切です。 

エ　難病に関する正しい知識の普及・啓発の推進 

膠原病（コウゲン病）、パーキンソン病などの難病の学習を通して、正しい知識を

得るとともに、患者の心情や立場などを理解し、人権尊重の精神を身につけ、共に生

きる社会を実現する意欲を高める指導を行うことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　社会教育における取組 

ＨＩＶ感染者及び患者、ハンセン病、Ｏ－１５７、その他の難病に関する正しい知識や

予防方法を知り、苦しんでこられた患者や家族の立場に立って考えていくことが、偏見

や差別を払拭していくためには重要になってきます。そのような観点から社会教育では、

次のようなことが大切になってきます。 

ア　基本的態度 

まず、感染者及び患者、その家族の人権やプライバシーを守り、人権尊重を基盤と

して予防についての正しい理解を深める教育活動が必要です。 

また、差別や偏見を受けやすい病気に関しては、その病気に関する正しい理解を深

めるとともに、意識の変革を図ることが重要になってきます。そのためにも、各地域

での現状を十分に把握し、教育活動を進めていくことが大切です。 

 

学校保健法施行規則の一部改正について 

　　○　平成１０（１９９８）年１０月に細菌における感染症の発生状況、保健医療を取り

巻く環境の変化等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図るため、「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定され、それを

受け、平成１０（１９９８）年１２月に学校保健法施行規則の一部改正が行われた。

　特に、患者の人権に配慮するために、以下の「伝染病の予防に関する細目」

が削除された。 

１　患者の座席を、その他の者の座席と隔てること。 

２　患者の使用する器具、書籍を、専用とすること。 

３　患者の使用する座席、器具、書籍等を、ときどき消毒すること。 

４　患者の使用した衣類、器具、書籍その他の物を他人に与え、又は 

　　使用させるときは、これを消毒すること。 
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イ　地域ぐるみでの取組 

患者や感染者の問題を他人事として片付けてしまったり、まちがった知識で差別し

てしまったりすることがないようにしなければなりません。 

そのためには、病気の人、そうでない人が社会に共生しているという現実を、地域

の一人一人が受け入れることが大切です。 

そして、それぞれの地域における人間関係を深めながら、分かり合い、支え合い、

助け合うことのできる社会をつくることが必要です。地域に向けて情報を発信したり、

連携して教育活動をすすめてくことがこれまで以上に大切になります。 

ウ　関係機関との連携 

医療、福祉、教育の一層の連携が大切になってきます。 

また、情報の迅速な把握と的確な対応にも努めていく必要があります。さらに、生

活の保障といった観点からも関係機関との連携が必要になってきます。 

どんな病気でも、自助、共助、公助が対応の原則です。病気の症状により自立が極

めて困難なものは介助が必要になります。適切な医療機関をはじめ、医療費、生活費

などの公的支援も不可欠になってきます。患者や家族の精神的、時間的、体力的、経

済的負担が想像以上に大きいからです。 

エ　啓発活動の推進 

人権尊重の視点から、さまざまな病気に対する正しい知識と理解を深める啓発・教

育を行うことにより、一人一人が自らの言動を振り返り、意識の変革から行動の変革

につなげていくことが必要です。 

啓発活動における、リーフレットや資料等を作成する場合にも、知識の押しつけに

ならなないように「問いかけ」や「やってみましょう」というような形での、読み手

が共感し、考え、さらに行動に結びつくような啓発活動をしていく必要があります。 

 

8　さまざまな人権問題 

（１）現状と課題 

①　犯罪被害者 

犯罪被害者は、肉体的、精神的、経済的な被害を受けた、事件の重要な当事者です。

昭和５５（１９８０）年、犯罪行為により、不慮の死を遂げた人の遺族や、身体に重い障害

が残った人に国が給付金を支給する「犯罪被害給付制度」が発足し、被害者への経済的

援助が始まりました。 

国際的にも、昭和６０（１９８５）年、「被害者はその尊厳に対し同情と敬意をもって扱

われるべきである」ことなどを規定した「犯罪被害者に関する司法の基本原則の宣言」

が採択されました。 
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人権問題としては、生命、身体、財産上の直接的被害だけでなく、精神的ショックや

身体の不調、医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮、あるいは周囲の人々の

無責任なうわさ話や、マスメディアの行き過ぎた取材等によるストレスなどがあります。

中でも、トラウマ（心的外傷）やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）といわれる精神

的な被害の深刻さが広く認識されるようになりました。 

精神的な被害に対する心のケア、経済的な支援、そして、被害者でありながら被って

いる周囲の無責任な中傷・差別の解消が大きな課題です。 

②　アイヌの人々 

アイヌの人々は、北海道を中心に先住していた民族であり、固有の言語や伝統的な

生活習慣など独自の豊かな文化をもった民族ですが、過去の同化政策などにより、独

自の文化が失われていきました。アイヌの人々の歴史や文化への無関心や誤った認識

から、結婚や就職をはじめとして、差別や偏見が依然として存在しています。 

このため、平成９（１９９７）年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する

知識の普及及び啓発に関する法律」が制定されました。この法律の趣旨に沿って、ア

イヌの人々への理解と認識が深め、差別や偏見をなくすことが課題となっています。 

③　刑を終えて出所した人等 

現在、刑を終えて出所した人が、社会復帰をするのに大きな壁となっているのは、

人々の間に残る犯罪を犯した人に対する差別と偏見です。 

罪を償って出所した人への社会の冷淡さが、新たな犯罪を引き起こすケースもしば

しば見られます。また、本人だけでなく、その家族に対する差別や人権侵害も跡を絶

ちません。 

刑を終えて出所した人が、社会の一員として円滑な社会復帰をするには、社会全体

の支援と一人一人の理解協力が必要です。その家族に対する人権侵害についても、一

人一人が差別の不当性を正しく認識し、その人々を支えられるような社会を作ること

が課題です。 

④　その他の人権問題 

プライバシーをめぐる問題は、個人の尊厳と基本的人権に関わる重要な問題であり、

個人のプライバシーは最大限保護されなければなりません。 

また、古くから日本社会に存在する非科学的で不合理な迷信や因習の中には、「ひ

のえうま」や「つきもの」の迷信など、差別や偏見につながるものもあります。 

さらに近年は、情報通信メディア（インターネットのホームページなど）を悪用し

た差別的な情報の掲示などの問題もあります。 

このようなさまざまな人権に関する問題に対して、あらゆる機会を通して、人権意

識の高揚を図り、差別や偏見をなくしていくための教育に努めなければなりません。 
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（２）指導の重点 

①　学校教育における取組 

取組にあたっては、「すべての人々の人権を守り、尊重する」、「差別をなくす実践

力を高める」という２つの視点にたって、人権意識を高める学習活動を充実させ、差別

を生み出している様々な問題や矛盾・不合理を、日常生活の具体的事実に基づいて正し

く認識するための、効果的な学習内容の創造に努めることが必要です。 

そして、それらの矛盾、不合理に基づく差別について、人権尊重の視点から、児童生

徒がいかなる差別に直面してもそれを許さず、解消していこうとする態度と実践力を培っ

ていく必要があります。 

さらに、教育活動全体を通して、さまざまな困難を抱えている児童生徒を大切にした

集団づくりに取り組み、友達の悩みや辛さを自分の問題として考え、解決していこうと

する連帯感を育てる指導が大切です。 

わが国の先住民族であるアイヌの人々の問題については、教科指導の領域で人種差別、

民族紛争などの今日的な問題を取り上げながら、広い視野に立っての異民族理解、異文

化理解を図る一方、アイヌの人々に関わる歴史的経緯や差別の実態を正しくとらえさせ、

人権尊重と共生の社会への認識を深めさせるとともに、現代社会に現存する差別の実態

や差別を温存してきた社会構造などにも目を向けさせ、民主社会の形成者としての自覚

をより高めていくことが必要です。 

学校生活において保護されるべき人権として、児童生徒のプライバシー、個人情報が

あげられます。これらについて再点検し、教職員がそれを侵害することがないようにす

ると同時に、友達のプライバシーを侵害したり、他に漏らしたりしてはいけないことを

理解させ、児童生徒一人一人が互いに人権を尊重し合う人間関係を育てていくことが大

切です。 

児童生徒を取りまく日常生活上の迷信や因習、世間体意識などのさまざまな不合理や

矛盾に対しては、物事を科学的、論理的に捉える能力や態度を育てるとともに、その不

合理や矛盾をなくすための主体的な行動がとれる実践力を育てていかなければなりませ

ん。 

また、インターネットなどを悪用した差別的な情報提示については、個別具体的な事

象に関する指導もさることながら、氾濫する情報の中で、児童生徒一人一人に、人権尊

重への自覚、差別をしない、させない、許さない生き方を育てる取組が必要です。 

②　社会教育における取組 

さまざまな人権問題の多くは、大人社会が温存してきたものといえます。その問題を

解決していくためには、社会教育の取組が大切です。人権問題はすべての人々が学習す

べき課題であるという認識に立って取り組まなければなりません。 
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民主社会の形成者としての自覚と、子どもの模範となるべき大人としての自覚をより

高め、また、差別を許さない正義感や人権意識を高め、差別をなくす実践力を養うため

の社会教育・啓発の取組が必要です。 

また、迷信や因習、世間体意識など日常生活上の様々な不合理や矛盾に対しては、物

事を科学的、論理的に捉える能力や態度と、その不合理や矛盾をなくすための主体的な

行動がとれる実践力を育てる教育・啓発活動を推進していかなければなりません。 

さまざまな人権問題の中で、現在特に問題になっているものとして、インターネット

の情報による人権侵害があります。保護されるべき個人のプライバシーや名誉に関する

情報や、悪意に満ちた差別的な情報が、インターネットのホームページなどを通じて発

信されることが大きな問題になってきています。そして、この問題は、今後情報化社会

の進展の中で、さらに深刻化していくおそれがあります。 

そのような情報を発信する側に立たないために倫理観や人権意識を高めていく必要が

あります。また、受信する側としても、情報を無条件に受け入れない態度、氾濫する情

報に流されることなく、情報の中に潜んでいる人権侵害や差別性を見抜く力を養うこと

はもとより、インターネット上の人権侵害に対して憤りを感じ、人権侵害を許さず、な

くしていくために主体的に行動できる実践力を高めていかなければなりません。そのた

めには、社会における教育・啓発活動を、多角的に進めていくことが大切です。 
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一人ひとりの人権が尊重される 
社会の実現を目指して 

策定の背景 

（国連では） 

「人権のための 
　国連１０年」 

（国では） （県では） 

人権擁護推進 

審議会答申 

「人権教育のための 
国連１０年」に関する 
国内行動計画 

本県における人権 
問題の現状と課題 

「島根県人権施策推進基本方針」 

基本理念 

国民が提唱した「人権教育のための国連１０年」（１９９５～２００４）を受け、国は「『人権教育

のための国連１０年』に関する国内行動計画」を平成９年にまとめました。 

また、国の人権擁護推進審議会は平成１１年、人権教育、啓発の施策に関する基本的な在り

方について答申を行いました。 

本県においても同和問題をはじめとする個別の人権問題に対して、国や市町村、関係団体等

と連携しながら、その解決に取り組んできましたが、依然として多くの課題が残っています。今後

は、個別の課題への取組に加え、すべての人の基本的人権を尊重していくための教育・啓発が

必要です。 

「人権の世紀」といわれる２１世紀に向け、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指して、

人権教育・啓発を総合的かつ効果的に進めるため、「島根県人権施策推進基本方針」を策定しまし

た。県では、今後この基本方針に基づき、市町村をはじめ関係機関、企業等と連携して人権教育・啓

発を積極的に推進します。 

「共生の心」の醸成 
一人ひとりの個性、違いを尊重し、様々

な文化や多様性を認め合い、すべての人の

人権が尊重され、共に支え合う「共生の心」

の醸成に努めます。 

「人権という普遍的な文化」の創造 
人権が人々の思考や行動の基準として

日常生活に根付き、次の世代に引き継いで

いかれるような「人権という普遍的な文化」

の創造を目指します。 

 

女性 

子ども 

高齢者 

障害者 

同和問題 

島根県人権施策推進基本方針　－人権教育・啓発の推進のために－ 概要版　（島根県） 
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重要課題への対応 
個別の人権課題については、「重要課題」として取り上げ、人権教育・啓発を推進します。 

女性 

子ども 

高齢者 

障害者 

同和問題 

女性 

子ども 

高齢者 

障害者 

同和問題 

●男女共同参画社会の形成に向け、「男女共同参画社会基本法」

の趣旨を踏まえた新たな計画を策定するなど、女性の人権を尊

重するという視点に立った施策の展開を図ります。 

①男女共同参画社会の形成促進 

②男女平等を推進する教育・啓発 

③女性の人権が尊重される社会の形成 

●関係機関・団体はもとより、家庭、学校、地域などが互いに連携・

協力し、県民が一体となって「子どもが健やかに生まれ育つ環

境づくり」を進めていきます。 

①児童の権利に関する条約などの理解促進 

②いじめ問題への取組 

③乳幼児や児童への虐待防止の取組 

④健全育成に向けての取組 

⑤相談体制の充実 

●高齢者を権利の主体として各人の心身の状況に応じたサービ

スの提供を行うとともに、高齢者自身が社会の重要な一員とし

て活躍できるよう支援します。 

①福祉教育、啓発活動の推進 

②就労対策の推進 

③生きがい対策の推進 

④相談体制の充実 

●障害者に対する差別や偏見をなくし、理解と思いやりの心を育

むよう教育・啓発を推進します。 

①「ノーマライゼーション」の理念の普及啓発 

②障害者の理解を深めるための福祉教育の推進 

③障害者の社会参加と職業的自立の支援 

④相談体制の充実 

●差別のない明るく住みよい社会の構築を目指して「島根県同

和対策推進計画」に沿った教育・啓発を効果的に進めていくと

ともに、以下の施策を積極的に推進します。 

①差別意識解消に向けた教育・啓発の推進 

②就労問題への取組 

③隣保館活動への支援及び相談機能の充実 

④えせ同和行為の排除 
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学校教育等 

社会教育 

家庭 

企業その他 
一般社会 

社会教育 

家庭 

企業その他 
一般社会 

外国人 

●多様な文化を持つ人々が地域に居住する同じ住民として「共

に生きる」社会の実現に努めます。 

①差別意識解消のための啓発の推進 

②在住外国人と「共に生きる」地域社会づくりの推進 

③外国人のための労働環境の整備 

④外国人のための相談体制の充実 

患者及び 
感染者等 

●感染症等に関する正しい知識を普及する広報活動など、次の

施策を推進します。 

①HIV感染者等に対する差別・偏見是正のための教育・啓発

の推進 

②ハンセン病に関する正しい知識の普及・啓発の推進 

③O-１５７など感染症に関する正しい知識の普及・啓発の推進 

④膠原病など難病等に対する支援 

⑤インフォームド・コンセントの普及 

犯罪 
被害者 
犯罪 
被害者 

●犯罪被害者の立場を理解した上で配慮をもって支援するため、

次の施策を推進します。 

①被害者の心情に配慮した対応 

②被害者への支援活動の推進 

③相談体制及び被害者の安全確保の推進 

アイヌの 
人々 

●アイヌの人々への理解と認識が深まるよう啓発に努めます。 

その他のその他の 
人権問題人権問題 

●県の保有する個人情報について個人情報保護制度を設け、個

人の権利利益の保護を図ります。 

●迷信や情報通信メディアの悪用などによる差別や偏見をなくす

ための施策を進めます。 

刑を終えて 
出所した人等出所した人等 

外国人 

患者及び 
感染者等 

アイヌの 
人々 

その他の 
人権問題 

刑を終えて 
出所した人等 

●刑を終えて出所した人や、その家族の人権が侵害されることの

ないよう、関係機関、関係団体と連携・協力して啓発活動に努

めます。 



50

あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

特定職業従事者に対する人権教育の推進 

学校教育等学校教育等 

社会教育 

家庭 

企業その他 
一般社会 

学校教育等 

●お互いをかけがいのない人間として尊重する心や、個性を認め合

う心を育て、いじめなどの人権侵害を許さない実践力を養います。 

①保育所、幼稚園における人権教育の推進 

②初等中等教育における人権教育の推進 

③研究指定校等における指導内容・方法の充実 

④高等教育機関における人権教育の推進 

社会教育 社会教育 
●生涯にわたって、人権問題に関する多様な学習機会の充実と啓

発を進めます。 

①しまね県民大学等での学習機会の提供 

②指導者の養成、学習情報の提供等 

家庭 ●家庭教育についての学習機会や情報の提供、相談事業などを通

じて家庭での教育力向上を支援します。 

企業その他 
一般社会 

家庭 

企業その他 
一般社会 

●企業における人権教育・啓発の支援や、啓発資料やマスメディア

を活用した県民への広報活動などを展開します。 

①企業等における人権教育・啓発の推進 

②一般社会における人権啓発の推進 

外国人 

患者及び 
感染者等 

犯罪 
被害者 

アイヌの 
人々 

その他の 
人権問題 

刑を終えて 
出所した人等 

　人権教育・啓発を学校、家庭、職場、地域などあらゆる場を通じて行い、一人ひとりの 

人権尊重意識を高めていきます。 

人権にかかわりの深い、特定の職業に従事する人に対する人権教育の充実に努めます。 

公務員 
●人権の保障が行政の根幹であることを認識
し、人権尊重の視点に立って職務を遂行す
るよう教育を充実します。 

教職員 
●研修の機会を増やし、研修の手法について
も工夫し情報提供に努め、より一層人権意
識を高める取組を推進します。 

警察職員 
●被害者、被疑者その他関係者の人権に配
慮した警察活動を徹底するため、職務倫理
や人権問題について研修します。 

医療関係者 
●患者の人権に配慮した医療が提供されるよ
う、病院や医療関係者養成施設等での研
修の充実に努めます。 

保健・福祉関係者 
●民生委員・児童委員や保健・福祉関係職員
に対し、人権研修の充実に努めます。 
 

消防職員 
●人権尊重の視点に立って業務を遂行する
よう教育を進めます。 
 

マスメディア関係者 
●マスメディアに従事する関係者において人
権教育が自主的に取り組まれるよう要請し
ます。 



●日常生活の中で、あなた自身が

差別や人権侵害を受けたと感じ

たことがありますか。（○は１つ） 

●差別や人権侵害を受けたと感じたことはどのよう

なことですか。（○はいくつでも） 
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●有識者で組織した「島根県人権施策推進協議会」の

提言を取り入れながら、庁内推進組織「島根県人権

施策推進会議」で協議し、施策を実施します。 

●人権情報の収集・提供、啓発・研修の実施、指導者の

養成、調査・研究などを行う人権啓発推進センターを

設置します。 

●地域毎に市町村と県が連携を図りながら啓発を行う

ための組織の設置を促します。 

●国、市町村、企業、民間団体等と連携し、効果的な人

権教育・啓発を進めます。 

島根県環境生活部　人権同和対策課 
〒６９０-８５０１　松江市殿町１番地 
TEL ０８５２-２２-５１１１（代表） 

http://www.pref.shimane.jp/section/jin_doutai/

ホームページに「島根県人権施策推進基本方針」を掲載しています。 

施策の推進 

「人権問題に関する県民意識調査」から　（H11.島根県） 

推進体制と 
フォローアップ 

人権啓発推進 
センターの設置 

地域別の人権啓発 
推進組織について 

関係機関等との連携 

推進体制と 
フォローアップ 

人権啓発推進 
センターの設置 

地域別の人権啓発 
推進組織について 

関係機関等との連携 

ある 
３１．３％ 

 無回答 
３．３％ 

ない 
６５．４％ 

（総数１，８０４人） 

４７．８ 

３９．５ 

３５．９ 

２６．９ 

２３．２ 

２１．９ 

１７．９ 

１３．５ 

１１．２ 

６．４ 

０．５ 

０　　１０　　２０　　３０　　４０　　５０％　 

（該当者　５６５人） 

社会や地域に残るしきたりや慣習 

職場における待遇や上司や同僚などの言動 

友人、親戚などの態度や発言 

公務員等の対応や発言 

テレビや新聞、雑誌の内容や報道のあり方 

福祉、年金、税金などの行政制度の仕組み 

民間企業等による対応や言動 

その他 

無回答 

地域社会における役割分担や、近隣の人 
などの態度や発言 

家庭内における家事、子育てなどの役割分 
担や、家族の態度や発言 
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推進体制と 
フォローアップ 

人権啓発推進 
センターの設置 

地域別の人権啓発 
推進組織について 

関係機関等との連携 

（目的） 

第一条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別

による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び

人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措

置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発

とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報そ

の他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

（基本理念） 

第三条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を

通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよ

う、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行

われなければならない。 

（国の責務） 

第四条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教

育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第六条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努

めなければならない。 

（基本計画の策定） 

第七条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人

権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

（年次報告） 

第八条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出し

なければならない。 

（財政上の措置） 

第九条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の

委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

附則 

（施行期日） 

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属する年度

の翌年度以後に講ずる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。 

（見直し） 

第二条　この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律第百二十号）

第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項に

ついての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（              　　 ） 平成１２年１２月６日 
法律第１４７号 
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編集・発行 

島根県教育庁人権同和教育課 

〒690－8502　松江市殿町1番地 
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